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第 1章 みえ生物多樺性推進プランの基本的事項

第 1鮪 背景

三重県は、日本列島のほぼ中央、太平洋側に位置し、東西約 80km、南北

約 170kmの南北に細長い県土を持っています。総面積 578千haのうち森林

が 373千haで65%を占め、海岸線の長さは全国8位の 1,105kmで、す。ま

た、県土は生物相も海浜性、低地性、山地位、暖地性、寒地性の種類が交錯

するなど、極めて多様性に富んでし、ます。

私たちは、古くから、この自然に感謝し、その恵みをいただきながら、自

然とともに生きる循環型社会を作り上げてきました。しかし、戦後、高度経

済成長の発展の中で、便利さや物質的豊かさを追求するなど、経済の価値が

優先してきました。このような中で、森林伐採、宅地、工業団地、ゴ、ルフ場

などの開発が行われ、また河川、河岸、海岸の改修、さらには水質汚染及び

外来種問題などにより、三薫県でも多くの動植物種が絶滅し、あるいは絶滅

の危機に瀕しています。

1 国線的な状況

このような中、国内外でも生物多様性への関心が高まってきており、 2010

年 10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10回締約国会議

(COPlO）では、生物多様性に関する新たな世界目標として、今後 10年間に

国際社会が取るべき道筋である戦略計画2011田 2020が採択され、「自然と共生

する世界jの実現に向けた取組が行われています。

また、 2015年9月の国連サミットでは、 17の目標と 169のターゲットから

構成された国際目標である SD G  s （持続可能な開発目標） 1が採択され、地

球上の誰一人として取り残さない持続可能な世界を実現するため、発展途上国

のみならず，すべての国・地域で取組が進められています。

2，圏内の状況

日本では 2008年（平成 20年） 5月に「生物多様性基本法」が公布され、同

年6月に施行されました。同法では生物多様性条約に基づく生物多様性国家戦

略の策定が明確に規定され、また、我が国の生物多様性施策を進めるうえでの

基本的な考え方が示され、国だけでなく、地方公共団体、事業者、民間団体の

責務が感り込まれたほか、都道府県や市町村が区域内における生物多様性の保

全と持続可能な利用に関する基本計画（生物多様性地域戦略）を定めるよう努

めなければならないと規定されました。

1 : SDG sについては、 P4、P5参照
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また、 2016年（平成 28年） 5月には、 SDG  sに係る施策の実施につい

て、関係行政機関相互の緊密な連携を図り、総合的かっ効果的に推進するため、

全国務大臣を構成員とする持続可能な開発目標（ SDGs）推進本部が設置さ

れ、生物多様性、森林、海洋等の環境の保全が優先課題のーっとして設定され

ました。

3. 県内の状況

三重県では、 2012年（平成24年） 3月に生物多様性基本法に基づく地域戦

略として、「みえ生物多様性推進プラン（以下「推進プランj とし寸。）Jを策

定し、県民、事業者、 Np O等民間活動団体などの様々な主体が、それぞれの

役割に応じて、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組を進めてきま

した。

その後、 2016年（平成28年） 3月には、それまでの取組結果を検証すると

ともに、県民のみなさんからいただいた生物多様性についての理想のイメージ

に基づき、第2期推進プランを策定し、生物多様性に関する理解の促進を念頭

に、 3つの重点方針（「みんなで学びあおうJ、「うまく利用しようj、「守り、

創りだそうJ）を設定し、県民による地域の自然を守る保全活動など、地域ど

連携した取組を進めてきました。

そして今般、令和元年度末で、終了する現行の第2期推進プランに基づく取組

の実施状況や、 SDG  sなど生物多様性の保全に対する社会的な関心の高まり

等を踏まえ、第3期推進プランを策定しました。

第2節推進プランの位置づけ

本推進プランは、生物多様性基本法に基づき、総合的、長期的な視点のもと

に生物多様性の保全に関する取組を推進するため、本県の地域特性を踏まえ、

生物多様性の保全と持続可能な利用に向けて目標を共有し、県民、事業者、

NP  O等民間活動団体、行政などの各主体が、それぞれの役割分担のもどに協

働して、自発的に取り組めるよう総合的な指針となる地域戦略として策定した

ものであり、本県における生物多様性に関する基本的な方向を示すとともに、

様々な主体がそれぞれの役割に応じて、県土全体の生物多様性の保全と持続可

能な利用に向けた取組を進めていくための計画です。

第3節推進プランの計画期間

本推進プランの計爾期間は、県の長期戦略計画である「みえ県民カピジョンJ

との整合性を踏まえ、第1期が 2012年度（平成 24年度）から 2015年度（平

成 27年度）、第2期が 2016年度（平成 28年度）から 2019年度（令和元年

度）としており、第3期についても 2020年度（令和2年度）から 2023年度

（令和5年度）とし、最終年度に成果の検証と見直しを行います。
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第4鮪第2期推進プランの取紐の成果と課題

生物多様性の保全は、 SDG  sにおいて、幸せな社会を築くための土台とし

て位置付けられるなど、国際的にもその重要性が高まってきています。県では、

2016年（平成28年） 3月に策定した第2期推進プランの重点方針（「みんな

で学びあおう j、「うまく利用しようj、「守り、創りだそう J）に基づき、生物

多様性に演する現解の促進を図るとともに、県民による地域の自然を守る保全

活動など、地域と連携した取組を進めてきました。

その結果、 2015年度（平成27年度）と比較すると、自然環境の保全に取り

組む活動団体は6団体増加し 83団体となり、また、希少種等の保全活動の実

施数は8活動増加し 17活動となるなど、一定の成果が得られました。（2018

年度（平成 30年度）までの、県の施策の達成状況はP6、P7及び巻末資料

のとおりです。）

一方で、近年、大規模な自然地の湖発が増加しているほか、農山村地域での

人口減少や高齢化による管理不足の里山等の増加、ブラックパスやアライグマ

等の外来生物の増加など、生物多様性に迫る危機（①人間活動や開発が引き起

こす危機、②里山などの自然に対する働きかけの縮小による危機、③人間によ

り持ち込まれた外来種等による危機）は、現在も進行しており、野生生物の置

かれている現況は依然として厳しいものであります。

また、生物多様性の認知度について、 2019年（令手口元年） 5月に県広報広

聴課eモニター制度を活用して実施したアンケートでは、「言葉の意味を知っ

ているJ(27%）と、「意味は知らないが、聞いたことがあるJ(41 %）を合わ

せた約 7割が「生物多様性jを潤いたことがあると回答しました。その一方で、

「言葉の意味を知っているjの項目のみを 2015年度（41%）と比較すると低

い結果となりました。

なお、アンケートの中で、生物多様性保全のために地方公共団体等の行政が

取り組むべき内容について聞いたところ、頂いた主な意見は以下のとおりでし

た。

（主な意見）

・生物多様性保全の大切さをマスコミ、広報等で積極的に発信することが重要

と思う。

－生物多様性の保全のために、どのように取り組んでいるのか、私たちがどの

ようなことに取り組んで行けばいいのか、気を付けるべきことはどのような

ことなのか示して欲しい。

・子供が興味を持つような、楽しんで理解ができる参加型のイベントなどを学

校行事などに盛り込む。
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［持続可能な開発目標（SDGs）の 17の目標｝

｛目標 1] あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

［目標2]：飢餓を終わらせ、食糠安全保葎および栄養改善を実現し、持続可能な農業

iを促進する

［目標3] あらゆる年齢のすべての人々の健康約な生活を確保し、福祉を促進する

！日標4］：すべての人々への包括的かっ公平な質の高い教育を提供し、生涯学習の機

会を促進する

[ !'I標 5］・ジェンダ一平等を達成し、すべての女性および女子のエンパワーメントを

行う

［~標 6 ］・すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

[ ~標 7 ］・すべての人々の、安価かっ信頼できる持続可能な現代的エネルギーへのア

クセスを確保する

［目標 8］・包括的かっ持続可能な経済成長、およびすべての人々の完全かつ生産的な

雇用とディーセント・ワーク（適切な雇用）を促進する

［目標 9］・レジリエントなインフラ構築、包括的かっ持続可能な産業化の促進、およ

びイノベーションの拡大を図る

［目標 10］：各自ヨ内および各国間の不平等を是正する

［目標 11］・包括約で安全かっレジリエントで持続可能な都市および人間居住を実現

する

［目標 12］：持続可能な生産消費形態を確保する

［目標 13］・気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる

［目標 14］：持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する

［目標 15］・陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・妨止および生物多様性の損失

の阻止を促進する

［目標 16］・持続可能な開発のための平和で包括的な社会の促進、すべての人々への司

法へのアクセス提供、およびあらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のあ

る包括約な制度の構築を図る

［目標 17］・持続可能な開発のための実施手段の強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する

『資料「我々の世界を変革するe持続可能な開発のための 2030アジェンダJ（外務省）』
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第2期みえ生物多様性推進プランにおける県担当部署の施策目標（県民カビジョン目標値）

重点方針1 fみんなで学びあおうj

2Gffi9幾度
担当部署 国標主買国 l君主来日iiP業主獲）

自主票値

地球温暖化対策課
環境教育講座等参加者の満

100.0% 100.0% 98.9% 
足度

みどり共生推進課
森林づくり及び森林環境教

66,000人 64,000人 65,202人
育などの活動の進展度

みどり共生推進課 自然環境の保全活動団体数 84閲体 82団体 83団体

大気・水環境課
水環境の保全活動に参加し

34,000人 32,750人 35,063人
た県民の数

農山漁村づくり課 農山漁村の交流人口
1,484千人 1,457千人 1,0~6年千f人
(30年度） (29年度） 度）

自然とのふれあいの場を活

みどり共生推進課
用したイベント等の参加者

80.0% 77.0% 78.9% 
の「自然とのふれあい体験
の満足度j

重点方針2 fうまく利用しようj

地球温暖化対策課 l家庭での消費電力による二 Ii 119千t・C02I 1134千t・C02I 山千t・C02
酸化炭素排出量 ’ ' 速報値

地球温暖化対策講座等の受
地球温媛化対策課 ｜議後に、活動に取り総む意｜ 100.0% I 99.0% I 91.1% 

向を示した受講者の割合

大気・水環境課 生活排水処理施設の整備率｜ 86.5% I 85.5% I 85.3% 

みえジビヱとして利活用さ
ブ］ドイノベ｝ション諜 ｜れた野生獣頭数（ニホンジ｜ 1,300頭 i 1,200頭 i 1,196頭

カ、イノシシ）

農山漁村づくり課 ｜農山漁村の交流人口
1,484千人 1,0~ 7千人 1,0~ 6千人
(30年度） 年度） 年度）

森林・林業経営課
「三重のオミj認註材等の製

25.0% I 24.0% I 12.5% 
材出荷量に占める割合

森林・林業経営課 森林経営計画認定面積 62,000ha 57,000ha 50,073ha 

森林・林業総営課 新規林業就業者数 44人 43人 38人

獣害対策課
ベイズ法によるニホンジカ｜
の推定生息頭数

41,500頭｜ 44,300頭｜ 46,200頭
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重点方針3 F守り、創りだそうj

希少野生動植物種の保全活
みどり共生推進課 I ll!iJや貴重な生態系の維持回！ 100.0% I 85.0% I 85.0% 

復活動の実施率

森林・林業経営課 森林経営計爾認、主主雨1積 62,oooha I 57,oooha I 50,073ha 

大気・水環境課 生活排本処理施設の整備率 86.5% I 85.5% I 85.3% 

大気・水環境課
大気潔境および水漂境に係 i
る若者境基準の達成率

97.0% I 95.0% I 90.2% 

大気・水環境課 大気・水質の排出基準適合率 ！ 100.0% I 100.0% I 100.0% 

多面的機能の維持・発揮の
農山漁村づくり課 iための地域活動を行う集終 i 52.9% I 51.4% I 52.2% 

の割合

森林林業経営課 ｜新規林業就業者数 44人 43人 38人

1,119千 t・ 1,134千 t・
1,114千七

地球滋暖化対策課 i家庭での消費総力による二 i C02 
酸化炭素排出議 C02 C02 

速報値

地球温暖化対策議I菜等の受
地球温暖化対策課 i講後に、活動に取り組む意［ 100.0% I 99.0% I 91.1% 

向を示した受講者の割合

みえジビエとして利活用さ
ヂードイノベ｝ション課 iれた野生飲頭数（ニホンジ i 1,300頭｜ 1,200頭 i 1,196類

カ、イノシシ）

獣害対策課 ｜獣害対策に取り組む集落数 600集落
568集落 575集溶

(29年度） (29年度）

県内の集落代淡者アンケー
iトにより、獣容が「甚大Jま 39.0% 44.0% 

獣害対策課 36.0% 
たは「大きいjと考える問答 (29年度） (29年度）
害1）合、

施策目標のうち約半数の項目について、 2018年度の時点で概ね呂標を達成で

きています。また、目標を達成できていない項目についても、各担当部局におい

て評価・検証のうえ、生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組を検討す

るなど、より質を向上させた対応を行っています。
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第2章生物多帯性の重要性

第 1節生物多様性とは

自然界では、多穫多様な生物が複雑につながり合い、それぞれの環境に適し

た間有の生態系を形成しています。「生物多様性Jとは、このような多種多様

な生物が多様な環境に豊かに生息した状態を幅広く表した概念です。単に生き

物がたくさんいるという状態が良いというだけでなく、生態系のバランスが保

コフム 1~0~~ 

f生物多様性」の定義

生物多様性とは、何か。

言葉自体が分かりにくいため、様々な表現により説明されていますが、共通して「生

きものどうしの“違い勺としづ表現が用いられます。この「違しリについて、生物多様

性条約の和訳では「変異性J、生物多様性基本法では「差異j とし、う表現が用いられて

います。条約や法律ではどうしても固い表現となってしまっていますが、環境省のホ

ームページでは「違しリを「個性j と呼んでいます。ダイパーシティ社会においては

人間の個性が尊重されるように生物多様性（biodiversity＝バイオダイパーシティ）で

も生きものの個性を尊重することが重要となるのです。

《生物多様性の定義に関する表現の違い》

「生物の多様性j とは、すべての生物（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、こ

れらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを陪わない。）の問の室長

：匿をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。

（出典環境省生物多様性センヲ－HP 「生物多様性条約J)

「生物の多綴性j とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に

様々な差是が存在することをいう。

（出典。生物多様性基本法）

生物多様性とは、生きものたちの豊かな飽盤とつながりのこと。地球上の生きもの

は40億年という長い歴史の中で、さまざまな潔境に適応して進化し、 3,000万種と

もいわれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性があ

り、全て直接に、熊接的に支えあって生きています。生物多様性条約では、生態系

の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3つのレベルで、多様性があるとして

います。

（出典，環境省生物多様性セン?1-HP) 
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生態系は生活と精神の両面で人類の生存を支えており、私たちが安心で快適

に暮らしていくために欠かすことのできないものです。生態系は自然環境に依

拠するところが多く、この先の未来、持続的に生態系サービスの恩恵を受けるに

は、生物多様性が保全されていることが重要となってきます。一度壊れた生態系

は、簡単に元に戻すことはできないため、生態系を「保全jするとともに「節度

のある利用j を行わなければ、生物多様性を保全することはできません。

また、生物は一度絶滅してしまうと、もう二度と元に戻すことはできません。

かつては県内にも広くカワウソが生息していたと考えられていますが、その毛

皮目的の乱獲のために絶滅してしまいました。私たちがまだ知らない生物が、私

たちにとって未知の可能性を秘めているかもしれませんし、現在、生物多様性か

ら受けている恩恵、が受けられなくなるかもしれません。これ以上その可能性や

恩恵、が失われないよう、一人一人が生物多様性の重要性を認識し、その保全のた

めの行動を取ることが必要です。

嫌われる生きものたちからの生態系サービス

私たちは自然界から「生態系サービスj という恩恵を受けています。普段の生

活ではあまり意識することはないかもしれませんが、これらの恩恵は、生物多様

性が失われると受けられなくなるおそれがあります。生物多様性は様々な生きも

のにより構成されており、中にはダニやカピ、線虫のような、とても小さな生き

ものも含まれています。

ダニやカビは病気を媒介する穣類もいるので人には嫌われがちで寸ーが、多くの

種類は分解者として土壌の形成や物質循環に欠かせない役割を果たしています。

また、ミモレットやフ守ルーチーズ、といったチーズは、ダニやカピの力で熟成さ

れることが知られています。

一方、線虫もネコブ、センチュウやマツノザイセンチュウなど植物に被害をもた

らす種類や、アニサキスのように食中毒の原因となる種類など、何かとマイナス

のイメージが強い生きものですが、多くの種類は、やはり物質循環に欠かせない

役割を果たしています。最近では、線虫の嘆覚を利用した、がん検診への活用に

ついて研究された事例もあるように、今後も意外な方面から恩恵を受けることが

あるかもしれません。

このように、人からは嫌われがちな生きものでも、生物多様性を構成する一員

として重要な役割を果たしてくれているほか、この先の将来、まだ見ぬ生態系サ

ービスを私たちにもたらしてくれる可能性も秘めています。
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第3節 三重県の生物多様性の現状

三重県は南北に長く、地形や気候などが変化に富んでいることから、様々な

地域固有の自然環境があります。それぞれの自然環境には固有の生態系が作ら

れ、多様な生きものが生息しています。しかし、開発による森林伐採、社会経

済状況の変化等による里地里山の荒廃、外来穫の増加などの問題により、多く

の動植物が絶滅の危機に瀕しています。

「三重県レッドデータブック 2015Jに掲載されている、絶滅のおそれのあ

る生物の数は、 1,742種となっており、「三重県レッドデータブック 2005Jの

1,483種から 259種増えています。絶滅危慎種の増加については、人間活動に

よる自然環境の変化に伴い、野生動植物種の生息・生育状況が変化してきたこ

とも原因のひとつとなっています。

1 開発や採取等の人為的な圧力の影響

かつての日本は高度経済成長に象徴されるような大きな経済発展を遂げま

した。その裏では山林や湿地、干潟などの自然環境が際発により消失していき

ました。近年は高度経済成長期と比べると、新たな開発面積は減少傾向にあり

ましたが、ここ数年は一転増加傾向を示しています。

林地凋発許可実績を元にした森林の開発面積は、平成 30年度に、この 10年

間で最大となる 212haとなり、この 5年間の開発総面積は、その前の 5年間

の約4倍となりました。これは、太陽光をはじめとする自然エネルギーによる

発電施設の設置が増加したことが要因となっています。また、環境影響評価（ア

セスメント）手続きが必要な大規模な開発の件数も同様の傾向となっており、

この 5年間の開発件数は、その前の 5年間よりも 5倍近く増加しています。

400 
林地開発許可削機（ha)

200 

。撚鯨繍 …一一 蹴蹴翻

日21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

図3 林地開発許可面積の推移

l IJ 
環境影響評価手絞開始件数

機発電施設 綴でのf由

5 

。
!121 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H2R H29 IBO 

組4 環境影響評価手線開始件数の推移
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3 人間が持ち込んだものによる影響

外来生物による生態系への影響も問題となっています。特定外来生物である

アライグマは近年、県内のほとんどの地域で分布が確認され、スイカやブドウ

等の野菜、果樹への食害等の被害が発生しています。中でも伊賀地域、紀南地

域の被害が多く、近年では中勢地域の平野部でも被害が確認されるようになっ

てきました。県内では他にも多くの特定外来生物や要注意外来生物が確認され、

特にオオクチパス、セイタカアワダチソウ、ヌートリアなどは、生態系や在来

の生物の脅威となっており、生息環境の競合による希少種の駆逐等が県内各地

で問題となっています。

関6 アライグマ農業被害状況（獣害対策課資料）

また、化学物質による生態系への影響も課題となっています。かつての三重

県では、工場等から排出される化学物質の影響により、四日市ぜんそくを引き

起こした大気質の汚染や水質の汚染が問題となっていましたが、排出規制対策

等により大きく改善されました。しかし、近年では、海洋プラスチックごみ陪

題に代表されるように、我々の生活や事業活動から自然環境へ放出される物質

を原因とした、生態系への影響が懸念される新たな問題も生じています。
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4 地球温暖化による影響

津市の平均気温は 100年間で約 l.6°C上昇しました。今後はさらに上昇速度が

速くなると言われています。実際に桜の開花日は 50年あたりで約6日早くなっ

ているほか、カエデの紅葉自は 50年あたりで約 13日遅くなっていることが統

計上でも確認されています。

近年、死者が発生するような記録的猛暑や豪雨災害が毎年のように発生して

いますが、これも地球温暖化が原因のひとつではないかと言われています。

地球温暖化の進行は、生物多様性へも深刻な影響を与えます。高山植物や冷水

性の魚類などの、より冷温な地域へ移動ができない生物は絶滅のおそれが高ま

ります。また、本来、温暖な地域に生息していたナガサキアゲハやクマゼミなど

の穫が分布域を北上させており、原因は諸説唱えられていますが、地球温暖化に

よる影響もあるとされています。さらに、セアカゴケグモをはじめとする外来生

物やミナミアオカメムシのような害虫も気温の上昇に伴い分布域を拡大してお

り、人への被害や農業被害が懸念されています。

18 

17 
｜一長期変化傾向

16 

（ ）υ 15 

14 

13 

12 』－

1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 

年

関7 津市の年平均気温の推移（気象庁HPより作成）
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第3章生物多様性保全の推進

第1節みえ生物多様性推進プランの基本理念

基本理念

三三車撃の臆土iζよって私たちは生かされています

～この濃かな風土、生物多様性唱を大切に～

三重県の大切な財産である豊かな自然や、たくさんの生きものを、人の暮ら

しと調和を図りながら保全し次代を担う子どもたちへつないでいくことは現代

を生きる我々に課された使命です。

この理念には、 「自分たちの手で責任を持って、みえの豊かな風土と全ての

命を未来へつなぎ、みんなが楽しく、心満たされる三重県を築いていこう。 J

という思いが込められています。

食糧、原材料、燃料、薬、衣類、住居などの「暮らしの基礎J、大気、水、

土壌などの「生存基盤Jなど、私たちの「命Jと「暮らしj は、生物多様性の

恩恵を受けて成り立っており、これらを利用しなければ、私たちは生きて行く

ことができません。

豊かな風土やたくさんの生きもの、生物多様性を保全するためには、県民－

NP O等民間活動閏体・事業者・研究者・行政（国・県・市町）が互いに協創

し、自主的かっ積極的な取組を進めていくことが重要なのです。

「みえ生物多様性推進プランJは、生物多様性の保全と持続可能な利用に向

け、県が県民や事業者、 Np O等民間活動団体などの多様な主体の方々と協叙

して取り組む方向を示しています。

人間も生態系の一員であることを十分に理解し、みんなで協創して、生物多

様性の保全と持続可能な利用が進められる地域社会を巨指します。

100年後の未来においても、三重県で人と自然がうまく共生して生きていけ

るように、今を生きる私たち一人ひとりが、それぞれの役割に応じて、できる

ことから行動を始めましょう。
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図8 私たちが今後、目指すべき姿

※協創
これまでは様々な分野で「協働jが進められてきましたが、行政が主導した活動の「場j

と役割分担のもとに参画することにとどまっている場合も少なくなく、私たちそれぞれの主
体的な活動には至っていないものもあります。これからは、これまで実践を薬ね、蓄積して
きた「協働jの現場での経験と課題をもとに、私たちが「公jを担う主体として自立し、行動
することで、協働による成果を生み出し、新しいものを創造していく段階に進んでいく必要
があるとの思いから、本プランでは「協創Jという言葉を使用しています。

県民みんなで生物多嫁性の保全と持続可能な利用が進められる社会の実現に向けて、事業
者、県民、 Np O等民間団体、市町等の段々な主体が生物多様性についての理解を深めるこ
とができるように、三重県総合博物館、三重県環境学習情報センタ一、三重県民の森、みえ
森づくりサポートセンタ一、県内各学校等の様々な機関と連携し、生物多様性保全の具体行
動に結びっく普及啓発や人材育成を推進していきます。

［生態系ネットワークjは、「エコロジカノレ・ネットワークJとも称され、明確な定義はあ
りませんが、野生生物が生息・生育する様々な環境がつながる生態系の連続性・一体性（ネ
ットワーク）を表す言葉として用いられています。生物多様性の損失を｜的ぎ、自然環境の質
を向上させるためは、生態系ネットワークの形成を促進することが重要です。
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( 1 -1 希少野生生物の係金）

野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 P30 

希少生物の指定と保全活動 みどり共生推進課 P30 

県天然記念物の指定と保全活動 社会教育 E 文化財保護課 P30 

的確な情報援供とアドバイス 総合博物館 P30 

水産資源構成種の生息環境を保全 水産基盤整備諜 P30 

( 1-2 自然潔境保全地場等の重要地域の保全）

自然公園区域と告然環境保全地域での生態系維持回復事業の実施 みどり共生推進諜 P31 

自然公園区域の保全 みどり共生推進課 P31 

ゾーニングによる地域保全 みどり共生推進諜 P31 

( 1-3 自然地の淵発行為による影響の低減）

環境影響評価の実施 地球渇暖化対策課 P31 

公共事業を対象とした生物多様性審査 みどり共生推進諜 P31 

自然地の開発を対象とした指導 みどり共生推進課 P31 

E取組方針2重量かな喪主臨，栗山”黒海の保全と~Hill
(2-1 農林水産業における担い手の確保）

人や産業が元気な農山漁村づくり（グリーン圃ツーリズム） 農山漁村づくり課、担い手支援課 P33 

県産材の利用促進 森林・林業経営諜 P34 

森林林業及び地域を担う人材の確保育成 森林・林業経営課 P34 

(2-2 農山漁村の持つ幸福的機能の維持・再生）

緑の循環の推進による持続可能な森林経営の実現 森林・林業経常課 P34 

水田生態系の保全 農業基盤整惜謀、農山揖村づくり課 P34 

沿岸漁場の生態系の回復 水産基盤整備課 P34 

森林整備の推進による公益的機能の確保 森林司林業経常課、治山林道課 P35 

災害に強い森林づくザの効果検証 林業研究所 P35 

農業及び農村の霊長蘭的機能の発揮 農山漁村づくり諜 P35 

(2-3 自然環境保全活動の連携促進）

NPO・市民活動の推進・市畏活動の場や交流の機会の提供 ダイパーシ子ィ社会推進課 P35 

里地里山保全活動の推進 みどり共生推進諜 P35 

宮Jll流域ルネッサンス事業の推進 地域支援課 P36 

三重まるごと自然体験 農山漁村づくり諜 P36 

エコツーリズムの推進 みどり共生推進諜 P36 

自然体験コンテンツ等の推進 観光魅力創造諜 P36 

環境保全活動の広域ネットワーク化 大気・水環境諜 P36 

多様な主体による海岸漂完毒物対策 大気・水環境課 P36 

多様な主体の参聞による県有地の利用 水資源“地域プロジェウト課 P36 
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行政の施策一覧表

(3-1 外来生物による被害紡止）

外来生物対策の普及啓発 みどり共生推進課 P40 

自然公園区域内の外来生物対策 みどり共生推進課 P40 

外来生物の駆除活動 農業基盤整備諜 P40 

外来生物に対する的確な情報提供とアドバイス 総合博物館、林業研究所 P40 

内水面漁業の特定外来生物対策 漁業環境諜 P40 

(3-2 獣害畑病番虫iこ強い農山村づくりの畿進）

ニホンジカの捕獲モデルの検g[ 林業研究所 P41 

野生獣の利活用の促進 フードイノベーシヨン課 P41 

集港住民の機運醸成とリーダーの育成 獣害対策課 P41 

新しい捕獲技術の開発と普及 獣害対策課 P41 

野生鳥獣の生息数管理の推進 獣害対策課 P41 

農作物被害を軽減するための獣害対策技術の開発 農業研究所 P41 

病害虫防除所

病害害虫発生予察・妨除対策 P41 

治山林道課

(3-3 環境汚染による自然環境への影響の抑制）

浄化槽の適正な維持管理の促進 ！大気水環境課 P42 

大気・水環境課

生活排水対策の総合的な推進
i農山漁村づくり諜

P42 
水産基盤整備課

下水道事業課

生物指標を用いた水質事lj定の普及瞥発 ［大気・水環境課 P42 

伊勢湾の水質保全のための広域的な獄組
政策提言・広域連携課

大気・水環境課
P42 

河JIIや海域の水質を継続的に監視 大気 ・7)<.環境課 P43 

下水道終末処理施設の適正管理 下水道絞首謀 P43 

有害赤潮の予察技術の開発 水産研究所 P43 

ヱ場、事業場排水の汚濁負荷の低減 大気 E 水環境課 P43 

畜産経営に起因する水質汚濁を防止 畜産課 P43 

総合的病害虫 E 雑草管理（ IPM）実践指標とその活用 農産園芸課 P43 

化学肥料・化学合成農薬低減の取組 農産園芸課 P43 

(3-4 地球温暖化の抑制）

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策課 P44 

地球温暖化対策の普及啓発 地球温暖化対策課 P44 

森林整備による C02吸収源対策の強化
森林・林業経営諜

治山林道諜
P44 

再生可能資源の利用による C02排出対策 森林・林業経営課 P44 
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行政の施策一覧表

(4-1 生物多様性の理解促進）

観察会剛調査体験会の開催 みどり共生推進諜 P48 

体験裂・参加裂の環境教育 地球温緩化対策課 P48 

三重の農かな自然と歴史を県民とともに探求 総合博物館 P48 

森林環境教育・木育の効果的な推進 みどり共生推進課 P48 

環境保全活動開環境教育の取組
小中学校教育課

高校教育課
P48 

(4-2 生物多練性に関する人材育成）

企業・県民の森林づくり活動への参画促進 みどり共生推進課 P49 

多様な主体の森林づくり活動へのサポート みどザ共生推進課 P49 

(4-3 5主態系に配議した公共工事）

都市政策課

道路整備における生物多様性保全への配慮
｜道路管理課

道路建設課
P49 

道路企密謀

下水道事業による地域生態系への影響緩和 下水道事業課 P49 

天然記念物保護連絡会議の開催 社会教育・文化骸保誇課 P49 

港湾・海岸課

海岸における生物多様性の保全 i水産基盤整備課 P49 

農業基懇整備課

生物に配慮した河Jllの整備・維持管理 j可）If諜 P49 

水産資源構成穣の生息環境の保全・創造 水産基盤整備課 P50 

森林土木工事での希少生物の生態調査 治山林道課 P50 

本本道工事での水生生物の保全 治山林道課 P50 

森林土木事業担当者を対象とした希少生物学習会の開催 治山林道課 P50 

工事施工前、施工後の生態系評価 農業基盤繋備課 P50 

生物多様性保全上重要な地域の共有 みどり共生推進課 P50 

魚道の整備 河川諜 P50 

都市政策課

ロードキル防止対策
｜道路管理課

道路建設課
P50 

道路企画課

魚礁の整備 ｜水産基盤整備課 P51 

(4-4 人と自然との品、れあいの場の磁保）

自然公闘・長距離自然歩道の施設整備 みどり共生推進課 P51 

自然とのふれあいの場と機会の提供 みどり共生推進諜 P51 

都市公園の整備 都市政策課 P51 

Jllとふれあえる場の維持・形成 河川課 P51 

大仏山地域散策路の維持管理 水資源・地域プロジェクト課 P51 
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( 3）各主体の取組

1 ）行政の取結

①希少野生生物の保全（取組方針 1ー1) 

O野生生物の保護啓発 （みどり共生推進課）

・小中高校生を対象とした「野生生物保護啓発ポスターコンクールJを実施し、

児童生徒に野生生物に対する保護意識の啓発を図るとともに、環境関係イベ

ントにおいて、パンフレット等を配布するなど、野生生物の保護意識の向上を

促進します。

0希少生物の指定と保全活動 （みどり共生推進諜）

－人為的な影響を強く受けている希少種の保全について、適時、三主主県指定希

少野生動植物種への指定を検討するとともに、三重県生物多様性保全アド、パ

イザ一等の専門家の協力を得ながら、適正な保全を進めます。また、希少種保

全を進めるうえで、活動団体等の民潤活力を活用しながら取組を進めていき

ます。

－淡水二枚貝の生息数の回復を図るため、専門家の助言を得ながら、外来藻類

の駆除活動等、新たな対策を実施していきます。

0県天然記念物の指定と保全活動 （社会教育 E文化財保護課）

・天然記念物が適切に保護されるよう所有者等に対して、技術的・経済的な支

援に努めます。

－保存活用計画に沿って適切に保護していきます。

0的確な情報提供とアドバイス （総合博物館）

・レファレンスサービスや同定会を開催し、利用者の相談に応じていきます。

また、環境影響評価委員会についても、必要に応じて参画し、意見等を述べさ

せていただきます。

0水産資源構成種の生息環境を保全 （水康基盤整備課）

－水産資源構成種の生息環境を保全・創造していくため、藻場・干潟・浅場の

造成及び再生、底質改善などの漁場環境の保全を進めます。
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②自然環境保全地域等の重要地域の保全（取組方針 1-2) 

0自然公閤区域と自然環境保全地域での生態系維持回復事業の実施

（みどり共生推進課）

・県内の固定公園や自然環境保全地域内の生態系の回復の必要がある地域に

おいては、生態系維持回復事業を継続して実施し、在来種の生息、・生育環境の

保全に努め、地域の生態系の維持回復を図ります。また、みえ生物多様性パー

トナーシップ協定制度等を活用し、企業や市町、 Np O団体等のサポートや県

民のみなさんの参画を得ながら、人的支援等に努めます。

0自然公菌区域の保全 （みどり共生推進課）

・三重県自然環境保全条例及び自然公菌法、三重県立自然公園条例に基づき、

自然の風景地の保全を図るとともに、県民の保護、休養及び啓発に資するとと

もに生物多様性の確保を行っていきます。

0ゾーニンク、による地域保全 （みどり共生推進課）

・希少野生動植物種の重要な生息場所について、事業実施検討段階で一定の配

慮がなされるよう、ゾーニングを行い、その内容について公開します。

③自然地の開発行為による影響の低減（取組方針 1…3)

0環境影響評価の実施 （地球温暖化対策課）

・一定規模以上の開発事業等については、三重県環境影響評価条例に基づき、

事業者に対してあらかじめ調査、予測、評価の実施を求めるとともに、住民等、

知事、市町長などからの意見聴取、有識者による審議を踏まえて、環境の保全

に十分な配慮がなされるよう事業に反映させます。

－県が実施する開発事業については、 「三重県環境調整システムj に基づき、

その事業に係る計画等を策定しようとする段精から、環境保全に関する審議・

調整を行し、ます。

0公共事業を対象とした生物多嫌性審査 （みどり共生推進課）

・「環境調整システムJにおいて公共事業担当課から提出される環境配慮検討

書について、生物多様性保全の観点から審議し、必要に応じて三重県生物多様

性保全アド、バイザーの派遣を行い、助言を求めます。

0自然地の開発を対象とした指導 （みどり共生推進課）

．開発行為届出に対し、希少里子生動植物種の生息に支障を及ぼすおそれがある

事業に対しては、条例に慕づく勧告等、必要な措置を行います。

－希少野生動植物種の重要な生息地情報をまとめ、その地域において開発行為

を行う場合について、事業者に対し、より詳細な生物調査を求めます。
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2）事業者の取総

O事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、生物多様性に配慮した事業活

動を行いましょう。

0研究機関やNp O等民情活動団体どの連携を進めましょう。

3）県民の取組

O希少野生動植物の捕獲や採取を行わないなど、保全意識を高めましょう。

（具体的取組）

－地域の希少種や天然記念物を保全する活動に参加しましょう 0

・山野草や生きものを、むやみに採集しないようにしましょう。

0野生生物保護啓発ポスターコンクールに参加し、里子生生物の保護意識の向上

に努めましょう。

O生物多様性に演する保全活動や環境フェア等のイベントに積極的に参加し、

自然公園や希少里子生動植物に関する知識と理解を深め、自然環境や生物多様性

保全に関する意識の向上に努めましょう。

4) NP  O等民間活動団体の取組

0希少里子生動植物種等の生息、生育地の自主的な保全活動を実施しましょう。

0県内の潤定公園や自然環境保全地域内の生態系の回復の必要がある地域にお

いて、県が行う生態系維持回復事業に積極的に参画し、在来穏の生息・生育環境

の保全や地域の生態系の維持泊復に係る活動に協力しましょう。

0専門的な知見や経験を生かした企業や教育機関等の取組を支援し、連携に努

めましょう。

5）教育 E 研究機関、専門家の取組

O科学的かっ客観的な自然環境デ、｝タの収集と情報を提供しましょう。

ONP O、事業者等の様々な主体と連携・協働しましょう。
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2. 取経方針2 豊かな里地 E 霊山・塗海の保全と利用

( 1 ）現状及び課題

0里地震山は、集落を取り巻く農地や薪炭林、農用林として日常的に利用されて

きましたが、生活様式の変化や中山間地域の高齢化により手入れ不足となり、生

態系の多様性が失われつつあります。また、人工林では、近年、林業の採算性悪

化や社会経済情勢の変化を背景として人工林の管理水準が低下しており、森林

の持つ公益的機能（水源のかん養や生物の多様性を確保するための基盤である

とともに、人々の生活に安らぎと潤いをもたらすなど）が損なわれることが懸念

されています。

0身近な自然の保全には、地域住民等の自発的な保全活動の促進とともに、県民、

NP  O等団体、事業者と行政が連携して進めていくことが重要です。里山は、場

所によって生物相は大きく異なります。多様な里山のそれぞれについて、その土

地本来の生物多様性を保全していくことが必要です。また、森林、沼園地域・里

地里山、里海などは相互に関連しており、森・川・海の生態系全体を通じた生物

多様性の保全を行う必要があります。

( 2）取組の方向性

O里地里山環境の継続的な利用や豊かな海の恵みを取り戻すために、県民が主

体となった里地・里山・塁海の保全のための取組を促進するとともに、環境保全

活動団体のネットワーク化を進め、専門家や企業、行政等様々な主体の連携・協

創による自然環境保全活動を促進します。

。身近な自然の保全は、県民、 Np O等兵問活動団体、事業者と行政が連携して

進めていくことが重要なことから、見回り、清掃、整備や管理など活動の段階に

応じて、地域住民等による白発的な保全活動を促進していきます。

( 3）各主体の取組

刊行政の取組

①農林水産業における担い手の確保（取組方針2ー 1) 

0人や産業が元気な農山漁村づくり（グリーン E ツーリズム）

（農山漁村づくり謀、担い手支援課）

・農山漁村地域の農林水産物をはじめ自然、文化、人等の豊かな資源を生かし

た、農家レストラン・農林漁業体験民宿・農林漁業体験・直売所などの経済活

動取組の拡大を推進し、都市や企業等との交流を促進し農山i魚、村の活力の向

上を図ります。
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0県産材の利用促進 （森林彊林業経営課）

・県産材の需要拡大に向け、地域の工務店や建築士等へ「三震の木j等県産材

による住宅建築を働きかけるとともに、地域材によるサプライチェーンの構

築をめぎし、製材所等とのマッチングを進めます。また、県内の公共建築物等

における県産材の利用を促進するため、中大規模の木造設計を行える建築士

の養成や、県や市町の営繕担当者等を対象とした研修会等の開催など、非住宅

分野における担い手の確保に取り組みます。

0森林・林業及び地域を担う人材の確保田育成 （森林・林業経営課）

．林業への新規就業者や地域における多様な担い手を確保するため、県内や首

都圏等で開催される就業・就職フェア等に出展し、情報発信や相談対応を行う

ほか、県内の高校生を対象とした林業職場体験研修や、自伐型林業に取り組む

グループ。等に対する技術研修などを実施します。

・「みえ森林・林業アカデミーj において、既就業者を対象とした3つの基本

コース（デ、イレクター育成、マネージャー育成、プレーヤー育成）のほか、林

業体験講mIや各種選択講座等を実施し、生物多様性の保全にも配慮した森林の

適切な管理や林業・木材産業の競争力強化に資する高いスキルを持った人材、

池域を担う新たな視点、多様な経営感覚を持った人材の育成に努めます。

② 農山漁村の持つ多面的機能の維持舗再生（取組方針2-2)

0緑の循環の推進による持続可能な森林経営の実現 （森林・林業経営課）

・県内の森林資源は充実し、利用期を迎えています。森林資源を有効に活用し、

「植え、育て、収穫し、また植えるj緑の徳環を進めるため、確実な再造林の

実施と一体的に行う獣害防止柵の設置を支援するなど、持続可能な林業生産

活動を促進します。

・国民の 3割が花粉疲に擢患していると言われており、花粉発生源対策を推進

するため、利用期を迎えた森林の伐採とともに、無花粉・少花粉スギ・ヒノキ

等への転換を進める必要があります。こうした花粉症対策苗木の増産、安定供

給に向けた取組を進めます。

071<回生態系の保全 （農業基盤整備謀、農山漁村づくり課）

．必要に応じて水団地域における魚類等の生物多様性の保全活動について支

援していきます。

0沿岸漁場の生態系の回復 （水産基重量整備課）

－水産資源を持続的に利用し、安定的に提供するため、魚礁などの整備を進め

ます。
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0森林整備の推進による公益約機能の確保（森林・林業経営課、治山林道諜）

・森林の多面的機能を高度に発揮し、持続可能な森林づくりを行うため、森林

ゾーニングに応じた適正な森林管埋を行うとともに、樹種や林分構造が多様

な I構造の豊かな森林づくり j を進めます。

・適切な森林管理を推進するため、森林資源情報の効果的な把握と活用に努め

るとともに、新たな森林経営管理制度を活用した計画的な森林整備を促進し

ます。

－災害に5齢、森林づくりを一層進めるため、みえ森と緑の県民税を活用した災

害緩衝林整備や流域防災機能の強化を図るための森林整備を進めます。

0災警に強い森林づくりの効果検証 （林業研究所）

－森林が有する流木・土砂災害防止機能を高めるため、県が進めている「災害

に強い森林づくり推進事業jの効果検証に継続して取り組みます。

0農業及び農村の多面的機能の発揮 （農山漁村づくり課）

・国土の保全、水源かん養、良好な景観形成など、農業及び農村の有する多面

的機能を維持・発揮させるため、地域で取り組む農地、農業用水路、農道等の

地域資源の維持保全活動、農村環境保全活動（生態系保全、水質保全、景観形

成など）を支援します。

－農業生産条件の不利な中山間地域等において、農業生産活動の継続を通して

多面的機能の維持・発揮のための活動を支援します。

③自然環境保全活動の連携促進（取組方針2-3)

0 NP  0 ・市民活動の推進‘市民活動の場や交流の機会の提供

（ダイパーシティ社会推進課）

－生物多様性にかかる活動を行う Np Oや市災活動団体が、新たな協働先、人

材、資金、情報などを得ることで活動内容の充実や活動基盤の強化ができるよ

う、「みえ県民交流センターj という活動・交流の場の提供、セミナーの開催、

ホームページ、 SN Sや情報誌による情報発信等に取り組みます。

0豆地里山保全活動の推進 （みどり共生推進諜）

・三重県の豊かな自然が継承され、県民が自然とのふれあいや地域への愛着を

深めることができるよう、みえ生物多様性パートナーシップ協定を活用し、企

業や市町等関係機関の協力を得ながら、各地域のNp O団体等が行う里地里

山整備や希少野生動植物の保全活動に支守する支援に取り組んで、いきます。
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0宮川流域ルネッサンス事業の推進 （地域支援諜）

．宮川流域地域の豊かな自然・歴史・文化を保全・再生しながら地域の活性化

を図るため、宮川流域ルネッサンス協議会に参画し、地域を支える多様な主体

との協働のもと、協議会活動に取り組みます。

O三重まるごと自然体験 （農山漁村づくり課）

・三重の豊かな白然を、“体験”とし、う形で活用し、国内外から多くの人を呼び

こむとともに、自然の大切さへの理解の醸成を溜ります。また、体験を通して

地域や集まった仲間たちとの交流により、地域の活性化や自然環境の保全な

ど様々な取組を展開していきます。

0エコツーリズムの推進 （みどり共生推進課）

・伊勢志摩国立公園におけるエコツーリズムの推進のため、引き続き海外から

の誘客促進を高め、国内外からの集客・交流の拡大につなげるとともに、伊勢

志摩国立公園に濁わる人びとに対し更なる働きかけを行っていきます。

0鼠然体験コンテンツ等の推進 （観光魅力創造諜）

・国内外の観光客のニーズやトレンドを踏まえ、体験コンテンツに関係する部

局や関係機関と情報共有しながら、連携していきます0

・体験コンテンツに関する情報発信については、観光サイト「観光三重jの多

言語化も含め、国内外への情報発信に努めるとともに、 JNTOなど関係機関と

の連携も進めていきます。

0環境保全活動の広域ネットワーク化 （大気・氷環境課）

・活動団体や CSR活動の一環で清掃活動等を行っている企業等（特に事業所

周辺での清掃活動等の街中で活動をされている企業）への呼びかけを継続し

て行います。

0多様な主体による海岸漂着物対策 （大気・水環境諜）

・平成24年4月、伊勢湾総合対策協議会の中に「海岸漂着物対策検討会j を

組織し、生態系にも悪影響を及ぼすと考えられている海岸漂着物の発生抑制

等に、三県一市が協力して取り組んでいます。

0多様な主体の参雷による県有地の利用 （水資源・地域プロジェクト謀）

－人が自然とのかかわり合いを通じて、持続的に手入れを行い、自然の恵みを

享受していた「皇山j利用をモデルに、大仏山地域において、多様な主体の参

画による多様な土地利用を行っていくことで、人々の楽しみ・生き甲斐・喜び

を創出していきます。
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2）事業者の取総

O社会貢献活動としての清掃活動等の環境保全活動や塁地塁山保全活動、生物

多様性保全に資する活動等に参画し、 Np O等民間活動団体への支援を行いま

しょう。

0適時の伐採、造林及び保育を実施することにより適切な森林の経営管理を行

い、また、針広混交林化・長伐期化等の多様な森林を整備し、森林の有する多面

的機能が持続約に発揮されるようにしましょう。

0森林の適正な管理や針広混交林化、広葉樹林化などの多様な森林施業を行い

ましょう。

0適切な農業生産活動を行うことにより、生物多様性の保全、良好な景観の形成

など農業の有する多面的機能が持続的に発揮されるようにしましょう。

07~産資源の管理や回復、漁礁や藻場の造成による生息環境の改善を進めまし

ょフ。

0エコツアーを企画・運営する場合は、自然環境や生きものに影響を与えないよ

うに十分配慮しましょう。

3）県震の取組

O環境保全活動や里地里山保全活動、エコツアー（エコツーリズム・グリーンツ

ーリズム）等に積極的に参加し、自然環境や生物多様性の保全、農山漁村地域の

産業や生活、文化に関する知識と理解を深めましょう。

0地産地消に積極的に取り組みましょう。

（具体的取組）

・地域で行われている自然観察会や自然体験イベントに参加しましょう 0

．地域で実施される清掃活動等の環境保全活動に参加しましょう。

－県内の里山や里海で行われているイベントに参加して、いろんな地域の自然を

体験しましょう。

－子どもに地元の木でできたおもちゃを買うなど、暮らしの中に地域の恵みを取

り入れてみましょう。

－地元の農林水産物を購入しましょう。

－句のものや、地元で採れたものを食卓に取り入れましょう 0

．地域の自然素材を使って商品をつくってみましょう。

－地域の自然や里山を保全・創造する活動に参加しましょう 0

．地域の自然の素晴らしさを伝える活動をしてみましょう。
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4) NP  O等民陪活動団体の取級

0生物多様性を保全するための活動を実践するとともに、広く県民の参加を受

け入れるプログラムを創設しましょ Jう。

（具体的取組）

・地域の伝統・文化、自然や生きものと人間の共存の大切さを見つけるプログラ

ムを行いましょう。

－団体やNp O同士の交流を深めましょう。

・地域の自然や生きものを守っている人が、誰でも気軽に参加できるイベントを

開千雀しましょう。

5）教育 E 研究機関、専門家の取組

O科学的かっ客観的な自然環境データの収集と情報を提供しましょう。

O様々な主体との連携・協働しましょう。
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(3）各主体の取組

1 ）行政の取組

①外来生物による被害防止（取組方針3-1)

0外来生物対策の普及啓発 （みどり共生推進課）

・県ホームページで外来生物について広く啓発するとともに、関係者への研修

やイベントでの啓発物の配布等、きめ細かい普及啓発を行います。併せて、野

生生物保護啓発ポスターコンクーノレを活用し、外来生物防除対策について、県

内の小中学校等への普及啓発を行います。また、市町や関係機関等に対して、

外来生物対策に係る各種の情報提供を行うなど、外来生物対策の円滑な推進

を図ります。

－侵略的外来種について、その定着経路に関する情報の把握に努めるととも

に、防除の優先度を整理し、各主体の適切な役割分担のもと対策を進めます。

0闘然公園区域内の外来生物対策 （みどり共生推進謀）

・生態系維持回復事業により藤原岳で生育する外来種ノ＼ルザキヤマガラシの

駆除活動を実施します。

0外来生物の駆除活動 （農業基擦整備課）

・ため池改修工事等にあわせ、外来種の生物状況を把握し、地域の団体等と協

働し必要に応じて駆除活動を実施していきます。

0外来生物に対する的確な情報提供とアドバイス（総合博物錯、林業研究所）

・レフアレンスサービスや同定会を開催し、利用者の相談に応じていきます。

また、ヒアリ等の新たな外来生物の侵入に備えて、県関係機凋や市町環境行政

担当者を対象に開催する外来生物関連研修会やみどり共生推進課からの外来

種の同定依頼に対して協力します。（総合博物館）

・森林等に害を及ぼす恐れのある外来生物の防除対策に係る研修会の開催に

協力します。また、市町、関係団体等からの相談に応じ、情報提供やアド、バイ

スを行うとともに、市町、関係団体等からの森林等に害を及ぼす恐れのある外

来生物防除対策に関する調査研究等への協力依頼に応じ、侵略的外来生物の

早期発見や定着防止に向けた調査研究に取り組んでいきます。（林業研究所）

0肉水面漁業の特定外来生物対策 （漁業環境課）

・「内水面漁業の振興に関する法律j及びその基本方針に即して、内水面水産

資源の回復を図り、漁業環境の再生に資するため、漁業者が行う特定外来生物

による食害対策を支援します。
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②獣誓・病害虫に強い農山村づくりの推進（取紐方針3-2)

0ニホンジカの捕獲モデルの検証 （林業研究所）

・森林被害や農業被害をもたらすニホンジカの生息密度の低下や、低下した後

の低密度状態の維持を目的とした捕獲モデルの検証を行います。

0野生獣の手I］活用の促進 （フードイノベーション課）

・みえジピエの消費拡大に向け、「Np O法人みえジピエ推進協議会j と連携

して、臨品開発や販路拡大などの取組を進めます。

・また、平成 30年度に新たに制定した「みえジビエフードシステム衛生・品

質管理マニュアルjの普及や「みえジビ、エフードシステム登録制度jの適正な

運用により、みえジピエのさらなる安全性や品質の確保に努めるとともに、安

定供給に向けた体制の強化を図ります。

0集落住民の機運醸成とリーダーの育成 （獣害対策謀）

・集落代表者へのアンケート結果を踏まえ、地域の状況に応じたきめ細かな対

応や早期の対策に取り組みます。

0新しい捕獲技術の原発と普及 （獣害対策課）

．これまで導入された、大量捕獲技術のより効率的な利用ならびに、普及に取

り組む必要があります。

0野生鳥獣の生息数管理の推進 （獣害対策課）

・ニホンジカについては引き続き、第二種特定鳥獣管理計画に基づく捕獲を積

極的に進め、森林等における生息数管理を適切に行うことにより計画を進捗

させていきます。

0農作物被害を較滅するための獣害対策技術の開発 （農業研究所）

・ニホンジカ、ニホンザル、アライグマ等有害動物による農作物被害を軽減さ

せるため、現地の状況に合わせ、地域が主体となった防護柵による被害対策や

IC T大型捕獲濫による捕獲技術、ニホンザル群の継続的なモニタリング等、

普及効果の高い獣害対策技術や調査手法等の開発と実証に取り組んでいま

す。

0病害虫発生予察・防除対策 （病害虫防除所、林業研究所、治山林道課）

・森林や作物等に害を及ぼす病害虫について、現在の発生状況や被害状況及び

病害虫の発生に大きな影響を与える気象などについて、必要な調査を行い、こ

れらのデータを解析することで、今後の病害虫発生を予測し、防除の活用に向

けた情報提供を行っています。

－最近被害が防題になっている病害虫や新たに発生した病害虫の生態や防除
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対策についてホームページに取り上げ、防除対策のポイントや各種病害虫の

生態等について解説しています。

・毎月、県内全域で延べ 109種の主要農作物の病害虫発生状況を調査し、今

後の発生予想、を作物別に発表しています。病害虫の発生や作物の生育状況及

び気象予測をもとに、データを解析し今後の病害虫発生を予測したうえで、効

率的な病害虫防除技術を関係機関や報道機関に情報発信しています。

（病害虫防除所）

・最近、農作物の被害が問題になっている病害虫や、侵入害虫など新たに発生

した病害虫について、その生態や防除対策のポイントについても情報発信し、

発信した情報は、ホームページに掲載してだれでもいつでも閲覧できます。

（病害虫紡除所）

③環境汚染による自然環境への影響の抑制（取組方針3-3)

0浄化槽の適正な維持管理の促進 （大気圃水環境諜）

・浄化槽保守点検業者への研修会や、浄化槽管理者への普及啓発等を行うこと

により、浄化槽の適正な維持管理を促進し、公共用水域の水質保全を濁りま

す。

0生活排水対策の総合的な推進

（大気 E 水環境課、農山漁村づくり謀、水産基盤整備課、下水道事業課）

・「生活排水処理アクションプログラムj に基づき、地域の実状を踏まえた生

活排水処理施設の整備の促進を図ります。

O生物指様を用いた水震半IJ定の普及啓発 （大気・水環境課）

－住民が身近に河川の観察ができるよう、生物指標を用いた水質判定（みえ・

川！の健康診断事業）の普及・啓発に取り組みます。

0伊勢湾の水質保全のための広域的な取組

（政策提言・広域連携課、大気・水環境課）

・三重県、岐阜県、愛知県、名古屋市で構成する伊勢湾総合対策協議会で作成

した「伊勢湾の総合的な利用と保全にかかる指針jに基づく水質保全等の広域

的な取組を行います。

また、伊勢湾流域圏において、より良い水循環のもと、多様な生物が生息・

生育できる「健全な伊勢湾jの再生をめざす「伊勢湾再生行動計画（固と東海

三県一市等で構成する伊勢湾再生推進会議で策定）Jを着実に推進します。
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0）可Jllや海域の水質を継続的に監視 （大気 E 水環境課）

・河川｜、海域や地下水の水質を継続的に監視することで、水質の経年変化を杷

援・分析し、水環境の保全を図ります。

O下水道終末処理施設の適正管理 （下水道経首謀）

－各流域下水道の終末処理施設から排出される放流水の水質が良好となるよ

う、施設の適正な維持管理を行し、ます。

0有審赤潮の予察技術の開発 （水産研究所）

・漁場監視のために漁場環境調査を行うとともに情報提供を行し、ます。また、

ヘテロカプサ赤潮の発生シナリオを改良してし、くとともに、それ以外の有害

赤潮についても予察技術の開発を行います。

0工場、事業場排水の汚濁負荷の低減 （大気圃水環境課）

・工場・事業場への立入検査を行い、法令遵守の状況を確認し、必要な指導を

行います。

0省産経営に起因する水質汚濁を防止 （畜産課）

．関係機隠と連携して畜産環境問題の解決に取り組み、水質汚濁を防止してい

きます。

－畜産農家に対し、硝酸性主主素等の暫定排水基準の改正について情報提供を行

い、水質汚濁防止を啓蒙していきます。

0総合的病害虫・雑草事管理（ IPM）実践指標とその活用 （農産冨芸課）

・農業生産活動に伴う環境への負荷軽減を図るため、抵抗性品種の導入や土着

天敵の利用、輪作の実施等、利用可能なすべての防除技術を考慮して病害虫や

雑草の被害を抑える総合的病害虫・雑草管理（ IPM）の普及を図るため、 I

PM実践指標を策定・公表し、農業者に情報提供するとともに、適切な指導を

行います。

0化学肥料固化学合成農薬低減の取組 （農産園芸諜）

・国の環境保全型農業直接支払交付金事業を活用し、化学肥料・化学合成農薬

の使用を慣行の 1/2以下に低減するとともに、「有機農業j、「 IPMJ、「カ

パークロップj の3つのうちいずれかに取り組む農業者団体等の活動を支援

します。そのうち、「 IPMJ、「カバークロップj の取組においては、指標生

物調査による生物多様性評価を実施します。
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④地球温暖化の抑制（取紐方針3-4)

0地球温暖化対策の推進 （地球温暖化対策課）

・家庭や事業所での省エネや再生可能エネルギー導入の取組を促進し、温室効

果ガスの排出削減を進めるとともに、「三重県気候変動適応センターJと連携

し、気候変動影響や適応についての情報収集や情報提供など、気候変動適応の

取組を促進します。

また、地球温暖化対策実行計爾の計画期聞が 2020年度までであるため、計画

の改定とあわせ、気候変動遜応策を盛り込んだ総合的な計画として策定を検

討します。

0地球温暖化対策の普及啓発 （地球温暖化対策課）

・家庭での温室効果ガス排出削減の取組を促進するため、「三重県地球温暖化

防止活動推進センターjと連携し、地球温暖化防止活動推進員等が行う普及啓

発活動を通じて、節電や省エネ家電の導入、再生可能エネルギーの利用等を促

進します。

0森林整備による C02吸収源対策の強化 （森林剛林業経営課、治山林道課）

・持続可能な森林づくりを行うため、森林ゾーニングに応じた適正な森林管理

を行うとともに、樹穏や林分構造が多様な「構造の豊かな森林づくりJを進め

ます。

－適切な森林管理を推進するため、森林資源情報の効果的な把握と活用に努め

るとともに、新たな森林経営管理制度を活用した計画的な森林整備を促進し

ます。

・災害に強い森林づくりを一層進めるため、みえ森と緑の県民税を活用した災

害緩衝林整備や流域防災機能の強化を図るための森林整備を進めます。

0再生可能資源の和j用による C02排出対策 （森林・林業経営諜）

－木材は、再生可能な環境に負荷の少ない資源であり、情伐材や木質バイオマ

ス資源を適正に循環利用することにより、石油やコンクリートなどの鉱物資源

の採取などと比べ環境への負荷を軽減します。

－木材の主要な用途である住宅や公共施設等における建築用材などのA材の

需要拡大に向けた取組を進めるとともに、A材に付随して生産されるバイオマ

ス用材の供給量の確保・増大に努めます。
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2）事業者の取組

O外来穣の持ち込み、他地域からの生物の放流・移植、ペット等の動物の遺棄を

しないようにしましょう。

0事業所敷地内に侵入した外来生物について、必要に応じて、その駆除に努めま

しょう。

0原産地での乱獲や密猟を防止する観点から、外国産のベット等は安易に売ら

ず、捨てず、終生飼育するよう呼びかけましょう。

0取り扱う動物の適正管理や終生飼養に努めましょう。

0顧客に対して、ペットの安易な飼養を助長しないよう説明義務の順守を徹底

しましょう。

0事業所敷地には郷土種等、在来植物を植えるようにしましょう。

0下刈りや間伐を行う等、森林の適正な管理を行うことによって人と野生鳥獣

どの間の緩衝地帯の確保に努めましょう。

0生物多様性に配慮した製品（エコラベル適合製品等）やサーピスを選択・供給

しましょう。

0有機栽培された農産物等を積極的に栽培・販売・購入しましょう。

0ごみの減量やリサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしないように

しましょう。

0エコアクション 21、Is 014001やM-EMS の認証を取得し、事業活動

における生物多様性への配慮を行し、ましょう。

QC  SR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（SDGs)Jの目

標達成に向けた取組として、生物多様性への配慮、を行いましょう。

0生物多様性に配慮した工場緑化を行し、ましょう。

0「特定化学物質の環境への排出量の把握及ひe管理の改善に関する法律Jに基づ

く使用量等の届出を行い、化学物質の適正管理を行いましょう。

0化学肥料・農薬の使用を極力おさえ、自然生態系の活力を可能な限り生かした

人と環境に配慮した農業を行いましょう。

3）県民の取組

O日常生活の中で環境へ配慮、しましょう。

（具体的取経）

－節電、節水を進めましょう。

－近いところへは、自転車を利用しましょう 0

．食べ物を残さないようにしましょう。

－無駄な買い物をしないようにしましょう。

－トレーサビリティの明確な環境配慮商品や生物多様性に配慮した製品（エコ

ラベル適合製品等）を購入、サービスの選択をしましょう。

－有機栽培された農産物等を積極的に購入しましょう。

・下水道への接続や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えを実施す
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るとともに、維持管理を徹底しましょう。

－洗剤等は適量使用するとともに、余った薬品や油はきちんと処理し、排水と

して流さないよう心掛けましょう。

・ごみの減量やリサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしないよう心

掛けましょう。

0外来生物による生態系への影響を理解し、飼っているペット等を野外に放さ

ない等適正な飼育をしましょう。

（具体的取組）

・外来種について、正しい知識を持つようにしましょう 0

・外来種のペットは、絶対に放さないようにしましょう 0

．外来種を駆除する活動に参加しましょう。

0住宅敷地内に侵入した外来生物について、必要に応じて、その駆除に努めまし

ょフ。

0人と鳥獣との適切な関係の構築について理解を深め、鳥獣の保護・管理に協力

しましょう。

0里子生鳥獣による被害を防止するため、防護柵の設置や、餌となるものを放置し

ないように努めましょう。

0下刈りや間伐を行う等、森林の適正な管理を行うことによって人と野生鳥獣

との聞の緩街地帯の確保に努めましょう。

0狩猟免許の取得及び狩猟者登録、野生鳥獣の個体数管理に協力しましょう。

O捕獲された獣肉を購入して流通の促進に協力しましょう。

4) NP  O等民間活動団体の取組

0外来種から地域の在来種を保全するための活動をしましょう。

0生物多様性を保全するための活動を実践するとともに、広く県民の参加

を受け入れるプログラムを創設しましょう。

5）教育ョ研究機関、専門家の取組

O科学的かつ客観的な自然環境データの収集と情報を提供しましょう。

O様々な主体と連携・協働しましょう。
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(3）各主体の取組

1 ）行政の取組

①生物多様性の理解促進（取組方針4ー 1) 

0観察会・調査体験会の調催 （みどり共生推進課）

・子どもたちの自然への関心を高め、自然環境を支える将来の担い手となるき

っかけづくりを行うため、企業、市町、 Np O団体等と連携して取り組む「み

え生物多様性パートナーシップ協定jなどを活用し、子どもたちが参加する生

物多様性にかかる調査体験会や観察会を開催します。

0体験型画参加裂の環境教育 （地球温暖化対策課）

．三重県環境学習情報センターなどの環境教育・環境学習の拠点施設を活用し

た体験型、参加型の講座や「夏のエコフェアjをはじめとするイベントなどを

実施し、環境保全活動の普及啓発を行っていきます。

O三重の豊かな自然と歴史を県民とともに探求 （総合博物館）

・自然観察会や各種講底、ワークショップを実施するとともに、皆さんの協力

も得ながら調査・研究活動を行い、展覧会等の機会において、来舘者の皆さん

に三重の多様で豊かな自然と絞史・文化について知っていただきます。

0森林環境教育・木育の効果的な推進 （みどり共生推進課）

・森林に対する県民の理解と関心を高めるため、市町や団体等の様々な主体と

連携して、森林環境教育・木育の機会の増大を図ります。また、森林環境教育・

木育を効果的に実施するため、指導者の育成や必要なプログラム等の提供、学

習環境の整備など、「人づくりj、「場づくり j、「仕組みづくりj を進めます。

0環境保全活動・環境教育の取組 （小中学校教育課、高校教育課）

・各学校において、環境教育に関する全体計画を作成し、地域や家庭と連携し

ながら「学校環境デ~J を中心とした取組の充実を図るとともに、創意工夫あ

る取組事例等を県のW e bサイトに掲載するなど、広く情報発信します。

・各教科や総合的な学習（探究）の時間、特別活動等における環境に関する教

育の充実を殴るとともに、地域や学校の実態・特性を十分に生かした環境美

化・環境保全活動に積極的に取り組みます。

・「県立学校環境マネジメントJに基づいて、各高等学校で環境保全活動に取

り組み、家庭・地域・企業等と連携した環境教育を推進します。
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②生物多様性に関する人材育成（取組方針4-2)

0企業 E 県民の森林づくり活動への参画促進 （みどり共生推進課）

・森林づくりに取り組みたい企業等に対して必要な情報提供や支援等を行う

とともに、 10月のもりづくり月潤に森林や木とふれあうイベントを開催する

など、県民等の森林づくり活動への参酒を促進します。

0多様な主体の森林づくり活動へのサポート （みどり共生推進課）

・森林環境教育・木育や森づくり活動などの取組を進めるため、「みえ森づく

りサポートセンターjを核として、学校や市町、指導者などからの各種相談に

対応するとともに、活動のコーディネートや指導者の紹介など、活動の幅を広

げるための支援を行います。

③生態系に配慮した公共事業（取組方針4-3)

O道路整備における生物多様性保全への配慮

（都市政策謀、道路管理課、道路建設謀、道路企画課）

・道路整備においては、道路法面に自然環境と調和した植生を活用するなど、

地域の必要性に応じて生物多様性の保全に配慮した整備に努めます。

O下水道事業による地域生態系への影響緩和 （下水道事業課）

・事業による生態系への影響について、環境影響評価及び事後調査を適切に

実施し、生物多様性の保全に努めます。

O天然記念物保護連絡会議の開催 （社会教育・文化財保護課）

・天然記念物の保護管理について、関係行政機関等の院での情報の共有を図る

とともに、有識者らから専門的な助言を得ることを目的に保護連絡会議を開

催します。

0海岸における生物多嫌性の保全

（港湾掴海岸課、水産基盤整備課、農業基擦整備課）

・事業による生態系への影響について、生態調査等を実施するとともに、生

物多様性の保全に配慮した整備を進めます。

0生物に配慮した河Jllの整備冒維持管理 （河川課）

・対象河川の現況把握を行ったうえで、学識経験者等の専門家の意見を伺いな

がら、生物多様性に配慮した河川整備基本方針・河川整備計画を策定します0

・liiJ)11整備においては、魚類の生息、や植生の繁茂が可能な護岸ブロックを採用

するなど、自然環境に配慮、した整備を進めるとともに、階段護岸などの整備を

進め、瀬や測、湿地の保全を行うなど、河川！の特性に応じた多自然川づくりや

生態系に配慮した親水空間の保全に取り組みます。
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0水産資源構成種の生息環境の保全・創造 （水産基盤整備課）

－激減している伊勢湾のアサリ資源を復活させるため、アサリ稚貝の移殖マニ

ュアルの普及啓発に取り組むとともに、アサリの母貝場として重要な干潟の

造成を進めます。また、イセエピなどの生息場保全のため、熊野灘で藻場造成

を進めます。

0森林土木工事での希少生物の生態調査 （治山林道課）

・森林土木工事における希少生物保護のため、生態調査等を実施するとともに

生息に配慮した工事に努めます。

0林道ヱ事での水生生物の保全 （治山林道諜）

．林道工事区域周辺で確認されたオオダイガハラサンショウウオをはじめと

する水生生物を保全するため、自然環境に配慮した工法（勾配付き側溝等）を

施工します。

0森林土木事業担当者を対象とした希少生物学習会の開催 （治山林道課）

・関係機関と連携しながら、公共事業等におけるオオダイガハラサンショウウ

オの保護を目的に現地研修会を継続して開催します。

0工事施工前、施工後の生態系評価 （農業基盤整備課）

・必要に応じて地域の生態系を調査し、希少生物等の生態系を保全する工法で

事業を実施するとともに、事業の完了後にも生態系調査を行し、その効果を検

証することにより、農業・農村における生物多様性の保全を図っていきます。

0生物多様性保全上重要な地域の共有 （みどり共生推進課）

・重要生息地を「みえる化Jし、生態系ネットワークの形成を促進します。

0魚道の整備 （｝可川課）

・魚類等の水生生物のj盤上を阻害しないよう、魚道を整備します。

0ロードキル防止対策（都市政策課、道路管理課、道路建設謀、道路企画課）

・生息地を通らないルートの検討や注意喚起看板の設置等、野生生物のロ｝ド

キノレの防止に努めます。
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0魚礁の整備 （水産基鰻整備課）

・水産資源を持続的に利用し、安定的に提供するため、魚礁などの整備を進め

ます。

④人と自然とのふれあいの場の確保（取組方針4-4)

0自然公園町長距離自然歩道の施設整備 （みどり共生推進諜）

・県民の自然とのふれあいを促進するため、自然公園及び長距離自然歩道にお

いて、適切かっ安全な施設整備を行うとともに自然公濁施設の適正な維持管

理を行っていきます。

0自然とのふれあいの場と機会の提供 （みどり共生推進課）

・森林環境教育や自然とのふれあいの場の拠点施設として、「三重県民の森j

及び「三重県上野森林公園jの適切な維持管理を行うとともに、各々の施設で

年 24回以上の自然体験型の行事等を開催し、県民に対し自然どふれあう機会

を提供します。

0都市公園の整備 （都市政策課）

・レクリェーションの場や人と自然とのふれあいの場、防災拠点等の多面的機

能を有する拠点施設として、県内の都市公園の整備及び適正な維持管理を行

います。

OJllとふれあえる場の維持・形成 （河川課）

・川に親しみ、川をふれあい活動の場にするため、地域住民の利用状況や要望

等を踏まえ、関係機関や地域住民と連携し、親水空間の維持・形成に努めます。

0大仏山地域数策路の維持管理 （水資源田地域プロジェクト課）

．自然観察や風景の鑑賞、健康づくりなどのために、県営大仏山公園等との一

体的な利用が可能となるよう整備した散策路について、利用が促進されるよ

う適切な維持管理を行し、ます。
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2）事業者の取組

O生物多様性の保全と持続可能な利用への理解を促進するため、情報収集、研修

会の開催等に取り組みましょう。

0開発事業を行う際には希少種についての調査、保全対策を実施しましょう。

O屋上緑化や屋上ビオトープを推進しましょう。

0事業場敷地内において緑地の確保に努めましょう。

0開発にあたっては、生物多様性への影響を最大限切避・低減するとともに、残

存緑地の確保や造成緑地の適切な配置に努めましょう。

0開発地の周辺に夜来種の生息に配慮したピオト｝プを整備しましょう。

O緑地を造成する場合には、在来種を採用しましょう。

3）県民の取締

O環境フェア等の環境イベントや環境学習会等へ積極的に参加しましょう。

O生物多様性に関する保全活動や県民参加裂の調査会・観察会等に積極的に

参加し、より知識と理解を深め、さらなる活動を行し、ましょう。

0長距離自然歩道や森林公園等の自然とのふれあい施設を活用したり、身近な

場所で自然にふれあう機会を増やしましょう。

（具体約取組）

・学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査を行いましょう 0

・博物館や環境学習情報センターなどで＼三重の自然を学んでみましょう。

－県民の森などで行われている、自然観察会や講座などに参加しましょう。

O庭木は在来種を植樹するようにしましょう。

0プランターで家庭菜園を行ってみましょう。

4) NP  O等民間活動団体の取組

0事業者や教育機隠等への環境学習や取組を支援しましょう。

5）教育個研究機関、専門家の取組

O普及啓発のため、事業者や教育機関等への環境学習や取組を支援しましょう。
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第4章地域空間期取組

本章では、県民の生物多様性に対する意識を高め、生物が豊かに住める取組を

円滑に推進することにより、野生生物が生息・生育する様々な環境がつながる生

態系の連続性・一体性（生態系ネットワーク）の形成を促進し、生物多様性の保

全を更に進めるため、森林や河川I.湿地等の地域空間別に県民、事業者、行政が

取り組むべき内容を整理します。

第 1節森林の整備・保全

三重県は、県土面積の約 65%を森林が占める緑豊かな地域であり、森林は本

県の生態系ネットワークの根幹として重要な要素となっています。

森林面積のうち、約 63%を占める人工林においては、成長段階に応じて間伐

などの森林整備を適切に行うとともに、伐採、更新を通じて多様な林齢の森林を

造成することは、生物多様性の保全及び持続可能な利用につながり、また、循環

型社会の形成、地球温媛化の防止、山村地域の活性化に役立ちます。

森林の適切な整備・保全を促進し、様々なタイプの森林が配置されることや、

地域の自然的条件や地域のニース、に応じて、生態系ネットワークの形成上重要

な地域に森林が適切に配置されることが重要です。

0県産材の利用 O木製品の利用
。里山保全活動への参画 O自
0山野艇の乱獲防止

0生態系に配慮した事業活動の促進
。森林等における生物多様性保全活動への参画

。林業者による森林の適正な管際や針広混交林化
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【希少野生生物の保全、外来生物による被害防止】

0野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 IP30

。希少生物の指定と保全活動 みどり共生推進課 1P30 

0外来生物対策の将及啓発 みト、り共生推進諜 IP40

［農林水産業における担い手の確保】

0県産材の利用促進 森林・林業経営課 iP34 

0森林・林業及び地域を担う人材の確保・育成 森林・林業経営課 IP34

【農山漁村の持つ多面的機能の維持”再生］

0緑の循環の推進による持続可能な森林経営の実現 森林・林業経営課 IP34

0森林整備の推進による公益的機能の確保
森林・林業経営課 I P 3 5 

治山林道課

0災害に強い森林づくりの効果；検証 林業研究所 IP35 

【獣害・病醤虫に強い農山村づくりの推進】

Oニホンジカの捕獲モデノレの検証 ！林業研究所 IP41 

［地球j副暖化の抑制］

0森林整備による C02吸収源対策の強化
森林・林業経営課 IP44 

治山林道諜

0再生可能資源の利用による C02排出対策 森林・林業経営課 IP44

【生物多様性の理解促進】

0森林環境教育・木育の効果的な推進 ｜みどり共生推進課 IP48

【生物多様性に関する人材育成］

0企業・県民の森林づくり活動への参画促進 みどり共生推進課 lP49 

0多様な主体の森林づくり活動へのサポート みどり共生推進課 IP49

［生態系に配慮した公共事業】

0森林土木工事での希少生物の生態調査 治山林道諜 IP50 

0林道工事での水生生物の保全 治11l林道課 IP50 

0森林土木事業担当者を対象とした希少生物学背会の開催 治山林道課 IP50 

【人と自然とのふれあいの場の確保］

0自然公園・長距離自然歩道の施設整備 みどり共生推進課 IP 5 1 

0自然とのふれあいの湯と機会の提供 みどり共生推進課 IP 5 1 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んでみましょう。

0県民の森などで行われている、自然観察会や講座などに参加しましょう。

O地域の希少種を保全する活動に参加しましょう。

0山野草や生きものを、むやみに採集しないようにしましょう。

0地域で行われている、自然観察会や保護イベントに参加しましょう。

0県内の虫山や虫海で行われているイベントに参加して、いろんな地域のあ

りのままの自然を体験しましょう。

0子どもに地元の木で出来たおもちゃを買うなど、暮らしの中に地域の恵、

みを取り入れてみましょう。

0地元の農林水産物を矯入しましょう。

。匂のものや、地元で採れたものを食卓に取り入れてみましょう。

O地域の自然素材を使って商品をつくってみましょう。

0地域の自然や塁山を保全・創造する活動に参加しましょう。

O地域の自然の素晴らしさを伝える活動をしてみましょう。

0下刈りや間伐を行う等、森林の適正な管理を行うことによって人と野生鳥

獣との聞の緩衝地帯の確保に努めましょう。

0狩猟免許の取得及び狩猟者登録、野生鳥獣の個体数管理に協力しましょう。

O捕獲された獣肉を鶏入して流通の促進に協力しましょう。

0事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、原材料の調達から廃棄まで

生物多様性に配慮した事業活動を推進しましょう。

0エコアクション 21、Is 014001やM EM  S の認証を取得し、事業活

動における生物多様性へ配慮しましょう。

OC  SR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（SDGs)Jの

目標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。

0研究機関やNp O等民間活動団体との連携を進めましょう。

0森林の適正な管理や針広混交林化、広葉樹林化などの多様な森林施業を行

いましょう。

0社会貢献活動としての森林や里山等における生物多様性保全活動への参

画、 Np O等民間活動間体への支援をしましょう。

0適時の伐採、造林及び保育を実施することによる適切な森林の経営管理、針

広混交林化・長伐期化等による多様な森林の整備等による、森林の有する多

面的機能が持続的に発揮されるようにしましょう。
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第2節 目冨地域 E 塗地堅山の保全

居住地周辺に広がる里山林では、薪炭用材の伐採等を通じて地域住民に継続

的に利用されるなど、人の手が入ることにより作り出されてきた身近な自然環

境である沼濁地域・里地里山では、入院による働きかけの減少等により、従来、

身近に見られた生物種の減少が見られると共に、特定の鳥獣の生怠域の拡大な

どにより、農林業への鳥獣被害が深刻になっています。このため、今後も農林業

等の人間活動により形成された自然環境の保全を通じて、生物多様性が保全さ

れ、県民への安定的な食料供給や生物多様性が豊かな自然環境を提供できるよ

う、生物多様性をより重視した農業生産及び回闘地域・里地里山の整備・保全を

推進することが必要です。

C低農薬農業の推進

0生物指標による農薬
低減評価

¥ OIPM突践指標とその

'-_J師……………

0池干しへの参加

。旬の野菜を購入

。生態系に配慮した事業私動の促進

C化学肥料・農薬の低減化

。適切な農業生産活動の支援
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0中山間地域の農業

生産活動の継続推進

。人や産業が元気な

農山漁村づくり



【希少野生生物の保全、外来生物による被害紡止】

0野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 IP30

0希少生物の指定と保全活動 みどり共生推進諜 IP30

0外来生物対策の務及啓発 みどり共生推進課 IP40

0外来生物の駆除活動 農業某著書整備課 IP40 

【農林水産業における担い手の確保】

。人や産業が元気な農山漁村づくり（グリーン・ツーリズム）
農山漁村づくり課 i

担い手支援課
p 3 3 

【農山漁村の持つ多薗約機能の維持胃再生】

0水回生態系の保全
農業基盤劉綜果、 i

農山漁村づくり課
P34 

0農業及び農村の多面的機能の発揮 農山漁村づくり諜 IP35

［自然環境保全活動の連携促進］

0里地里山保全1活動の推進 ［山共生推進課 iP35 

［獣害・病害虫に強い農山村づくりの推進】

。野生獣の利活用の促進 i刊い｝川課 IP 4 1 

0集落住民の機運醸成とリーダーの育成 ｜獣害対策課 I P 4 1 

0新しい捕獲技術の凋発と普及 獣密対策課 I P 4 1 

0農作物被筈を軽減するための獣害対策技術の開発 農業研究所 IP41 

病害虫防除所

0病密虫発生予察・防除対策 I P 4 1 

治山林道課

【環境汚染による自然環境への影響の抑制】

0総合的病安虫・雑草管理（ IPM）実践指標とその活用 農産園芸課 IP43 

0化学肥料・化学合成農薬低減の取組 農産園芸課 IP43 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んでみましょう。

0里山や旦海で行われている、自然観察会等のイベントに参加しましょう。

O農山漁村地域の産業や生活、文化に関する知識と理解を深めましょう。

0地域の自然の素晴らしさを伝える活動をしてみましょう。

0山野草や生きものを、むやみに採集しないようにしましょう。

O有機栽培された農産物等を積極的に購入しましょう。

0句のものや、地元の農林水産物を購入し、食卓に取り入れてみましょう。

O外来生物による生態系への影響を理解し、飼っているペット等を野外に放

さない等適正な餓育をしましょう。

0人と鳥獣との適切な関係の構築について理解を深めましょう。

0野生鳥獣による被害を防止するため、下刈りや間伐を行う等、森林の適正な

管理を行うことによって人と野生鳥獣との聞の緩衝地帯の確保に努め、防

護禰の設置や、餌となるものを放置しないようにしましょう。

0狩猟免許の取得及び狩猟者登録、野生鳥獣の個体数管理に協力しましょう。

O捕獲された獣肉を購入して流通の促進に協力しましょう。

0事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、原材料の調達から廃棄まで

生物多様性に配慮した事業活動を推進しましょう。

0研究機関やNp O等民間活動団体との連携を推進しましょう。

0化学肥料・農薬の使用を極力おさえ、自然生態系の活力を可能な限り生かし

た人と環境に配慮、した農業をしましょう。

0社会貢献活動としての森林や里山等における生物多様性保全活動への参

岡、 Np O等決問活動団体への支援をしましょう。

0適切な農業生産活動による、生物多様性の保全、良好な景観の形成など豆地

里山の有する多面的機能の持続的な発揮の確保に努めましょう。

0外来種の持ち込み防止対策の実施、他地域からの生物の放流・移植の禁止、

ベット等の動物の遺棄をしないようにしましょう。

0人と鳥獣との適切な関係の構築について理解を深め、鳥獣の保護・管理に協

カしましょう。

O里子生鳥獣による被害を防止するため、防護柵の設置や、鋲となるものを放置

しないように努めましょう。

0狩猟免許の取得及び狩猟者登録、野生鳥獣の個体数管理に協力しましょう。

O有機栽培された農産物等を積極的に栽培・販売・購入しましょう。

0エコアクション21、Is 014001やM-EMS の認証を取得し、事業活動

における生物多様性へ配慮、しましょう。

OCSR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（ SDGs)Jの

B標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。
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第3節都市部の緑地の保全・再生

都市部では、人間活動が集中することで、多様な生物が生息できる環境が少な

く、急速に減少している地域もあります。また、市街地には多くの人々が居住し、

経済活動の中心であることから、市街地での生物多様性の保全は、重要性が高ま

っており、積極的に取り組む必要があります。

さらに、都市部においては、地域の生態系に配慮しながら、緑化を推進し、面

的な緑の空間を確保するとともに、水と緑のネットワークの形成を促進し、連続

性のある生物の生息空間の確保を留る必要があります。

都市部における生物多様性を保全するため、地域住民による緑化活動などの

様々な普及啓発活動や、都市開発の際に緑地を確保する取組等を通じて、県民や

事業者等の意識の向上を図ることが重要です。

0生態系への配慮
0ロードキノレ防止策

0グリーン購入
。省エネ生活

0生態系に配慮、した工場禄化

。外来生物の放出抑制
。省エネ推進・こみの減量化
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0都市公濁の整備
。自然とのふれあいの

場の維持・形成

0地球温暖化抑制D推進

－普及啓発
O都市緑地の整備



【希少野生生物の保全、外来生物による被害防止】

0野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 iP30 

0希少生物の指定と保全活動 み！＇＂り共牛推進課 IP30

0的確な情報提供とアドバイス 総合博物館 IP30 

0外来生物対策の普及啓発 みどり共生推進課 IP40

【環境汚染による自然環境への影響の抑制】

0浄化槽の適正な維持管理の促進

大気・水潔境課

0生的排水対策の総合的な推進
i農山漁村づくり課 IP42 

水産基盤整備課

下水道事業課

0工場、事業場排水の汚濁負荷の低減 大気・水環境課 IP43 

［地球温暖化の抑制】

0地球j鼠媛化対策の推進 地球温暖化対策課 iP44 

0地球温暖化対策の普及啓発 地球温暖化対策課 IP44

［生物多様性の理解促進］

0体験型・参加型の潔境教育 地球温暖ft:対策課 IP48

0三重の農かな自然と歴史を県民とともに探求 総合博物館 IP48 

0策境保全活動・環境教育の脚且
小中学校教育課 I 

高校教育課
P48 

［生態系に配慮した公共事業】

都市政策課

0道路整備における生物多様性保全への配慮 道路管理課

。ロードキル紡止対策 道路建設課 P50 

道路企画課

【人と自然とのふれあいの場の確保】

。都市公閣の整備 ！都市政策課 I P 5 1 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んでみましょう。

0野生生物保護啓発ポスタ｝コンクールに参加し、野生生物の保護意識の向

上に努めましょう。

O地域の自然の素晴らしさを伝える活動をしてみましょう。

O節電、節水を進めましょう。

0近いところへは、自転車を利用しましょう。

O食べ物を残さないようにしましょう。

0無駄な買い物をしないようにしましょう。

0トレーサビリティの明確な環境自己慮商品や生物多様性に配慮した製品（エ

コラベル適合製品等）の購入、サービスを選択しましょう。

0有機栽培された農産物等を積極的に購入しましょう。

0ごみの減量やりサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしないよう

心掛けましょう。

0外来種について、正しい知識を持つようにしましょう。

O外来種のペットは、絶対に放さないようにしましょう。

0外来穣の持ち込み防止対策の実施、他地域からの生物の放流・移植の禁止、

ペット等の動物の遺棄をしないようにしましょう。

0原産地での乱獲や密猟を防止する観点から、外国産のペット等は安易に売

らず、捨てず、終生飼育するように呼びかけましょう。

O取り扱う動物の適正管理や終生飼養に努めましょう。

。顧客に対して、ペットの安易な銅養を助長しないよう説明義務の順守を徹底

しましょう。

口事業所敷地には郷土種等、在来植物を植えましょう。

0ごみの減量やリサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしなように

しましょう。

Oエコアクション 21、Is 014001やM-EMS の認証を取得し、事業活動

における生物多様性へ配慮、しましょう。

OCSR（企業の社会的責任）、または「持続可能な凋発目標（SDGs ）」の

目標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。

0生物多様性に配慮した工湯緑化を行いましょう。

0「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律jに基

づく使用量等の届出を行い、化学物質の適正管理を行いましょう。
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第4節河川・湿地等の保全・再生

三重県は、南北に細長く、鈴鹿山脈、布引山地、台高山地等海抜 l,OOOm以上

の山が連なっています。これらの山々を水源とし、多くの河川や湿地が形成され

ています。河川・湿地は、多様な生物の生息環境として機能しているほか、森林

と都市、沿岸をつなぐ生態系ネットワ｝クの基礎を形成する重要な環境です。

洪水等の自然災害から住民の生命・財産を保護する事業を進めるとともに生

態系に配慮した河川の整備や良好な水質を確保し、河川を活用した環境教育や

自然体験活動にも取り組む必要があります。

ONPO／市民活動の推進
O環境教育の推進
0水生生物調査

O工場排水処現設備の導玖・総持管理
O工場排水の負荷抑制
。河JII等における生物多様性保全活動への参幽
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。生活排水対策
O工場排水の定期鮫視
O公共用水域誠主主



［希少野生生物の保全、外来生物による被害防止1

。野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 lP30 

。希少生物の指定と保全初動 みどり共生推進課 IP30

0外来生物対策の普及啓発 みどり共生推進霊長 iP40 

0内水商漁業の特定外来生物対策 漁業環境課 IP40 

【庖然環境保全活動の連携促進】

0宮！1 I流域ルネッサンス事業の推進 IP36 

【環境汚染による自然環境への影響の抑制】

0浄化械の適正な維持管理の促進 大気・水環境課 IP42 

大気・水環境諜

0生活排水対策の総合的な推進
I j禁山漁村づくり諜 IP42 

水産基盤整備課

下水道事業課

0生物指標を用いた水質判定の皆及啓発 大気・水環境課 IP42 

0河！11や海域の水質を継続的に監視 大気・水環境課 IP43 

0工場、事業場排水の汚濁負荷の低減 大気・水環境課 IP43 

0畜産経営に起因する水質汚濁を防止 l畜蕗課 IP43 

［生態系に配慮した公共事業】

。生物に配慮したがI川の整備・維持管理 河川課 IP49 

0魚道の整備 河川課 IP50 

【人と自然とのふれあいの場の確保】

0川とふれあえる場の維持・形成 I 河川！課 I P 5 l 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んでみましょう。

0地域の希少種を保全する活動に参加しましょう。

0地域で行われている、自然観察会や保護イベントに参加しましょう。

O節水を進めましょう。

O下水道への接続や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えを実施

するとともに、維持管理を徹底しましょう。

0洗剤等は適量使用するとともに、余った薬品や油はきちんと処理し、排水と

して流さないよう心掛けましょう。

0外来穣のベットは、絶対に放さないようにしましょう。

O外来穣を駆除する活動に参加しましょう。

0事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、原材料の調達から廃棄まで

生物多様性に配慮した事業活動を推進しましょう。

0研究機関やNp O等浅間活動団体との連携を推進しましょう。

0社会貢献活動としての森林や里山等における生物多様性保全活動への参

画、 Np O等民間活動団体へ支援しましょう。

0外来種の持ち込み防止対策の実施、他地域からの生物の放流・移植の禁止、

ベット等の動物の遺棄をしないようにしましょう。

O下水道への接続や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えを実施

するとともに、維持管理を徹底しましょう。

0洗剤等は適量使用するとともに、余った薬品や油はきちんと処理し、排水と

して流さないようにしましょう。

0ごみの減量やリサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしないよう

にしましょう。

Oエコアクション 21、Is 014001やM EM  S の認証を取得し、事業活動

における生物多様性へ配慮、しましょう。

OCSR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（SDGs)Jの

目標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。

0生物多様性に配慮、した工場緑化を行し、ましょう。

or特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律jに基

づく使用量等の届出を行い、化学物質の適正管理を行し、ましょう。
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第5節沿岸冒海洋域の保全闘再生

三重県の海岸線の延長は約 1,088kmと全国で8伎の長さを誇っており、伊勢

湾のような遠浅の沿岸や、熊野灘のようなリアス式海岸が発達した地形が存在

し、歴史的にも多様な風土・文化を育んできました。また、砂浜、子潟、潮i留ま
り、藻場など多様な生態系が形成されており、様々な生物の生息・生育場所とし

て重要な環境となっている他、外国との窓口となる港湾区域においては、外来生

物の陸域内における定着を防ぐ重要な場所となっています。

津波等の自然災害から住民の生命・財産を保護する事業を進めるとともに、水

産資源の重要な供給源のひとつである海洋域の環境を保全しつつ、人間活動に

より消失した干潟、藻場などの再生を行っていくことが重要です。

。生活排水の負荷低i成 O下水道・合併浄化情へ
Oベットの終生飼養 O環境学習への参加

O節水の徹底

o::r：場排水処J'l!設備の導次・維持管理
O工場排水の負荷抑制
。沿岸等にお伐る生物多様性保全活動への参画
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【希少野生生物の保全、外来生物による被害防止】

0野生生物の保護蒋発 みどり共生推進課 IP30

0希少生物の指定と保全活動 みどり共生推進課 iP30 

0外来生物対策の普及啓発 みどり共生推進課 IP40

0水産資源構成種の生息環境を保全 水康基盤整備課 I P 3 o 

［自然環境保全活動の連携促進】

0多様な主体による海岸漂着物対策 ！大気・水環境課 IP36 

【農山漁村の持つ多面的機能の維持・再生1

0沿岸漁場の生態系の回復 水康基盤整備課 IP34 

【環境汚染による自然環境への影響の抑制】

0 伊勢湾の水質保全のための広域的な耳元組
政策提言・広域連携課｜

大気・水環境課
P42 

011可J11や海域の水質を継続的に監視 大気・水環境課 IP43 

0下水道終末処理焔設の適正管理主 下水道経営課 IP43 

0有害赤潮の予察技術の開発 水産研究所 IP43 

［生態系に配慮した公共事業】

0下水道事業による地域生態系への影響緩和 下水道事業課 IP49 

港湾・海岸課

。海岸における生物多様性の保全 IP49 

農業基盤繋備課

0水産資源構成種の生息環境の保全・創造 水産基盤整備課 IPSO 

0魚礁の整備 水産基盤整備課 I P s 1 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んで、みましょう。

0地域の希少種を保全する活動に参加しましょう。

0地域で行われている、自然観察会や保護イベントに参加しましょう。

0県内の里山や里海で行われているイベントに参加して、いろんな地域のあ

りのままの自然を体験してみましょう。

O地元の水産物を購入しましょう。

0旬のものや、地元で採れたものを食卓に取り入れましょう。

。下水道への接続や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えを実施

するとともに、維持管理を徹底しましょう。

0洗剤等は適量使用するとともに、余った薬品や油はきちんと処理し、排水と

して流さないよう心掛けましょう。

0外来種について、正しい知識を持つようにしましょう。

O外来種を駆除する活動に参加しましょう。

0事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、原材料の調達から廃棄まで

生物多様性に配慮した事業活動を推進しましょう

0研究機関やNp O等民間活動団体との連携を推進しましょう。

0水産資源の管理や回復、治、礁や藻場の造成による生息環境の改善に努めま

しょう。

Oi魚礁や藻場の造成による生息環境の改善に努めましょう。

0下水道への接続や、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えを実施

するとともに、維持管理を徹底しましょう。

0洗剤等は適最使用するとともに、余った薬品や泊はきちんと処理し、排水と

して流さないようにしましょう。

0ごみの減量やリサイクルに努めるとともに、不法投棄は絶対にしないよう

にしましょう。

Oエコアクション21、Is 014001やM-EMS の認証を取得し、事業活動

における生物多様性へ配慮しましょう。

OCSR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（ SDGs)Jの

目標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。

or特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に瀕する法律jに基

づく使用量等の届出を行い、化学物質の適正管理を行いましょう。
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第6鮪生態系ネットワークの形成促進

生物多様性を保全するためには、森林や里地虫山、河川や湿地などの環境をそ

れぞれ独立的に保全するだけではなく、それらのつながりを意識し、生態系ネッ

トワークが形成されるよう保全する必要があります。生態系ネットワークの形

成を促進するためには、生物の重要な生息環境を核（コアエリア）として確保す

るとともに、核どうしを有機的につなぐ回廊（コリドー）を形成することが重要

です。また、コアエリア、コリドーと外部との相互影響を低減するための緩衝地

域（バッファーゾーン）を設けることが必要です。

その考え方は種によって異なり、鳥類や飛朔できる昆虫類などは、必ずしも連

続した環境が必須というわけで、はありませんが、連続性が保たれないと、生息が

困難となる種も存在します。例えば、アユは魚道のない堰を遡上することはでき

ませんし、トノサマガエルは、垂直の水路壁をのぼることはできません。このよ

うに、鉾接する生態系潤を移動する生物の生態を踏まえたうえで、各々の生態系

の「つながり j を確保することが必要です。

ロ忌

。屋上緑化、屋上ピオトープの導入
。適切な残存緑地を設定した開発
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生態系配慮型事業

緑地計画



［希少野生生物の保全、外来生物による被害防止】

0野生生物の保護啓発 みどり共生推進課 IP30

0希少生物の指定と保全活動 みどり共生推進課 IP30

。的確な情報提供とアドバイス 総合博物館 IP30 

0外来生物対策の普及啓発 みどり共生推進課 IP40

［自然涜境保全地域等の重要地域の保全】

Oゾーニングによる地域保全 ｜みどり共生推進課 ip 3 1 

【自然地の隣発行為による影響の低減1

0自然地の凋発を対象とした指導 ｜みどり共生推進課 ip 3 1 

【生物多様性の理解促進1

0体験'lM・ 参加専jの環境教育 地球温暖化対策課 P48 

0三主主の豊かな自然と歴史を県民とともに探求 総合博物舘 P48 

0環境保全活動・環境教育の取組
小中学校教宵課

高校教育課
IP48 

【生態系に配慮した公共事業】

0生物多様性保全上重要な地域の共有 lみどり共生推進課 IP50

0魚道の整備 IP50 

都市政策課

。ロードキル防止対策
！道路管1翠霊長

道路建設課
IP50 

道路企画課

【人と自然とのふれあえる場の確保】

0都市公園の整備 ｜都市政策課 I P 5 1 
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0学校のクラブ活動や課外活動で、地域の自然や生きもの調査をしましょう。

O博物館や環境学習情報センターなどで、三重の自然を学んでみましょう。

0地域の希少種を保全する活動に参加しましょう。

0地域で行われている、自然観察会や保護イベントに参加しましょう。

O句のものや、地元で採れたものを食卓に取り入れましょう。

0外来種について、正しい知識を持つようにしましょう。

0外来種を駆除する活動に参加しましょう。

0庭木は在来種を布直樹するようにしましょう。

Oプランターで家庭菜園を行ってみましょう。

0事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、原材料の調達から廃棄まで

生物多様性に配慮した事業活動を推進しましょう。

0研究機関やNp O等民間活動団体との連携を推進しましょう。

0エコアクション 21、Is 014001やM EM  S の認証を取得し、事業活動

における生物多様性へ配慮しましょう。

OCSR（企業の社会的責任）、または「持続可能な開発目標（ SDGs)Jの

回標達成に向けた取組として、生物多様性へ配慮しましょう。

0屋上緑化や屋上ピオトープを推進しましょう。

0事業場敷地内において緑地の確保に努めましょう。

0開発にあたっては、生物多様性への影響を最大限回避・低減するとともに、

残存緑地の確保や造成緑地の適切な配置に努めましょう。

0凋発地の周辺に在来種の生息、に配慮したビオトープを整備しましょう。

O緑地を造成する場合には、在来種を採用しましょう。
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第5章みえ生物多棟性推進プランの推進

人間生活は、多くの部分で生態系サービスに依存しており、産業、観光、歴史・

文化、教育など、幅広い分野に関わりを持っています。これらの多くは、地域の

活力の源であり、その活性化や持続的な活用など、多くの地域で課題となってい

ます。このような、地域における課題の多くは、色々な分野に関連するため、そ

れらを横断した対策が必要となります。

第 1節各主体の役割

生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けて、事業者、県民、 Np O等民間

団体、市町等の様々な主体が、生物多様性について理解を深め、連携・協働によ

り積極的に活動していくための取組を進めていきます。

1 .県民

生物多様性に関する保全活動や県民参加型の自然観察会等に積極的に参加

し、生物多様性に対する意識を高め、理解を深めるとともに、玉しい知識を持

ち、それを広めることが期待されます。

2. 黒

木プランにおいて、「生物多様性に迫る危機J及び「生物多様性の環境づく

りJにより整理した4つの取組方針及び、地域空間別に整理した取組に基づき、

様々な主体による生物多様性に関する取組を更に進め、生態系ネットワ｝ク

の形成を促進します。（図 9参照）

3. 市町

県と連携して地域住民への生物多様性に関する理解促進を悶るとともに、

自然環境保全団体等への支援を行います。

4. 事業者

事業者は、その活動を通じて国内外の生物多様性と深く関わり、また、製品

やサービスを通じて消費者である国民一人ひとりと生物多様j性の梼わりに多

大な影響を及ぼすなど、社会の一員として重要な役割を担っています。

また、社会・経済の基礎である自然資本の保全は、持続可能な社会を実現す

ることと密接不可分であり、国内外の多くの企業がSDG  sで示された社会

課題をビジネスチャシスと捉え、経営戦略に取り込もうとする動きも始まっ
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ています。

①リスクへの対処

これまでのように資源乱獲を続けると、原材料不足や調達コストの増大とな

って自社に跳ね返ってくる可能性もあります。また、生物多様性への悪影響の

顕在化による企業ブランドのイメージ低下につながる恐れがあります。

②チャンスへの適応

積極的な取組による企業価値の向上や同業他社との差別化による競争力の

強化に加え、消費者や投資家へのアピール、自社従業員の満足度向上など、直

接約・間接的なメリットを享受できる可能性はこれまで以上に高まると考え

られます。

5. NP  O等民間活動団体

県内では、多くのNp O等民間活動団体が生物多様性の保全・再生活動に

取り総んでおり、その具体的な活動は、里山の保全、希少種の調査、体験裂

の環境学習、河川清掃・森林整備、里子鳥観察等多岐にわたっています。

これらの自主的かっ地域特性に応じた保全・再生活動は、県内の生物多様

性保全の基盤となることから、今後も引き続き、地域のリーダーとして活動

状況の情報発信を進め、活動団体問の連携を深めるどともに、県民が広く参

加できる場の提供が求められています。

① 希少野生動植物種等の生息生育地の自主的な保全活動の実施

②専門的な知見や経験を有する指導者等の紹介を通じ、企業、教育機関や

自治会等の取組への助言・指導・支援

③ 生物多様性を保全するための活動を実践するとともに、広く県民の参

加を受け入れる環境教育や観察会等のプログラム創設・提供

④ 活動団体問の交流促進とネットワークづくりを進め、協働・連携して行

われる保全活動の活発化

⑤ 多様化する地域からの要望を把握したきめ細やかな対応

6.教育・研究機関、専門家

教育機関は、環境教育への積極的な取組や、地域住民等と連携した環境保全

活動の推進が期待されます。

研究機関、専門家は、生物多様性に関する調査・研究結果を公表することに

よる普及・啓発や、関係機関への助言・指導の役割が期待されます。
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【取組方針 1]
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②自然環境保全地域等の重要地域

の保全

③自然地の跨発行為による影響の低減

0薫要な自然潔境や野生生物を法
的規融！こよる保全の必要。

物

森林（／）整備L保全

0中山間地域等の農業生産活動の継続

0撞路整暗における生物多樟性保全への記
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0沿岸車場の生陸軍の周檀

0海岸における生物多樟位楳全

Oゾーこングによる地域保全

などoa－~キル防止封盤

など

4 

日

取組

問 E …E E白血出1四千自国内幽四 回目、

11 l口 課鐙 ！ 
1，碕発や採取害事白人為的な庄;)Jの影響

た
明

る
の

図
域

を
地

和
主艶龍

一
自
動
要

と
然
必

発
自
の

関
、
化

O
め
確

近年、開発菌積は減少傾向にあったが、

ここ数年は一転、増加傾向にある。

0里地里山保全活動の推進

3 

｛数綴方針2]

撃かな里地圃豊山・箪港町保全

①農林水産業における担い手の穣煤

cg農山海村の持つ多面的機能の維持・再

生

③自然環境保全活動の遼携促進

0担い手確保による農林水産業の
華続器な推進、農山漁村の事節約機

の持・再生の必要。

0専門家や企業、行政等様々な主体
の連携・1富働の促進の必要。

2 自然に対する働きかけの縮小による

整墾

農山村地域での人口減少や高齢化によ

り、放楽された里山や田畑が増加してい

る。

｛取組方針3]

生物事犠牲へ由貿桂町抑制

(f外来生物による被害防止

cg獣害に強い農山村づくりの推進
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態系や在来種の脅威となっている。
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第2節推進体制

NP O等民間活動団体等の様々な主体と連携するとともに、市町との連絡会

議を設けるなど、本プランを実行、評価してし、く推進体制を整備します。

（目指すべき姿）

みんなで生物多様性の保全と持続可能な利用が進められる地域社会

凪県と連携した取組
の推進

・活動団体への支援
など

て（三重県自然環境保全審議会自然環境部会〉

畿畿議議為替ト奇書閣制号訴番通務審議繍議選

図 10 推進体制

第3錯進行管寝

本プランは、令和 5年度（2023年度）を回標年度として策定するものであり、

管理思擦は、主に県の今後4年間の行動計画である「みえ県民力ビジョンJに記

載されている生物多様性に濁する指標を抽出しています。このため、これらの値

は向ピジョンの成果検証時に評価されます。なお、具体的な目標値が示されてい

ない施策については、実施状況をヒアリングし評価します。

また、本プランでは、地域空間別に取組を整理したうえで、ゾーニングによる

取総からも生態系ネットワーク形成を促進することとしていますので、これら

の取組に関する事例を集積し、成果を検証することとします。
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語言E
第2期みえ生物多機性推進プラン F県の具体的な取組j実施状況

妻主体的な取組｛穏当課｝ 言十函綴競馬特の実施状況 今後の混遜lぷ

重点方針1 みんなで学びあおヨ

①子どもも大人も f生物多様性j を学ぶ機会を増やします。

＠体験型・参加型の環境教育
（地球温暖化対策課）

－市町、民間団体等の関係機関との連 三重県環境学習情報センターを拠点とし 引き続き、三重県環境学習情
携や、三霊県環境学習情報センター て、環境出前講座や主催講座等を実施し、そ 報センターなどの環境教育・環
などの環境教育・環境学習の拠点施 の満足度については 98%以上でした。 境学習の拠点施設を活用した
設を活用した体験型、参加型の環境 体験型、参加裂の環境教育や
教育に取り組み、環境保全活動の普 「夏のエコフェアjをはじめと
及啓発を行います。 φ環境教育講座等参加者の満足度（目標値 100%) するイベントなどを実施し、環

H28 99.7% 境保全活動の普及啓発を行っ
[j'j]盟環境教育講座等参加者の満足度 H2998.3% ていきます。

100% (H27年度現状値 98.7%) H30 98.9% 

＠ェ重の豊かな自然と歴史を義民とと
もに探求 （総合博物館）
・三重の多様で豊かな自然と歴史・文 般募集やミュージアム・パートナーを対 今後も引き続き、自然溺察会
化について、県民・利用者とともに 象にした、自然観察会や各種講座、ワークシ や各種講E荘、ワークショップを
探求し、実物資料を収集・保有i・継 ヨツプを通じて、 4幅広く、三重の多様で豊か 実施するとともに、皆さんの協
承し、調査したデータや収集した資 な自然と歴史・文化について知ってもらう機 力も得ながら調査・研究活動を
料の展示や自然観察会や講演など 会を提供し、多くの皆さんに参加いただきま 行い、展覧会等の機会におい
の事業、及びレフアレンスなどで活 した。 て、来館者の皆さんに三重の多
用することにより、生物多様性の理 学芸員が調査・研究を行った資料に加えて、 様で襲かな自然と歴史・文化に
解を促進します。 関係機関、県民の皆さんから提供された資料 つい』亡知っていただきます。

を企画展等での展示に活用し、広く来館者の
皆さんにご覧いただき、三重の多様で農かな
自然と際史・文化について知っていただきま
した。

＠森林環境教育の効果的な推進
（みどり共生推進課）

－県民の進展林に対する理解と関心を高 県民の森林に対する理解と関心を高める fみんなで支える森林づくり j

めるため、市町や図体等の様々な主 ため、市岡］や団体等の嫌々な主体と連携し を進めるには、より地域に密着
（時三と連携して、森林環境教育の機会 て、森林環境教育を効果的に実施するための した森林環境教育・木育活動を
の増大を図ります。また、森林環境 学習環境を整備するとともに、森林環境教 展開することが重要であり、指
教育を効果的に実施するため、必婆 育・木育指導者（森のせんせい）指導者の育 導者を育成していく必要があ
な教育プログラム等の提供や学習 成等を進めた結果、森のせんせい登録者は、 ることから f地域に密着した森
環境を繋備するとともに、指導者の 平成30年度末現在で 85名となりました。 林環境教育・木育指導者数jを
育成等を進めますロ 目標として設定し、①［森林環

境教脊の効果的な推進］、②［企
業.y県民の森林づくり活動への
参両促進］、③［多様な主体の
森林づくり活動へのサポートI
などの施策により取組を進め
ます。

・外来生物普及啓発
（みどり共生推進課） 県ホームベージにおいて外来生物問題に

－外来生物対策として、外来生物被害 ついて広く啓発するとともに、関係者への研 引き続き、県民の情さんや関
予防3£SU!IJの入れない・捨てない・ 修やイベント等での啓発物の配布・解説等、 係者等へのきめ細かい普及瞥
拡げないについて、普及啓発を促進 きめ細かい普及啓発を行っています。併せ 発に取り組むとともに、より効
します。 て、野生生物呆護啓発ポスターコンクーノレの 果的な普及幣発を目指して、啓

優秀作品を活用して、外来種妨除対策普及啓 発手法の検討や関係機関等と
発ポスターを作成し、県内の各学校への配布 の連携を進めます。
等を行っています。また、野生生物対策に係
る市町や隠係機関等に各種の情報提供を行
うなど、対策の円滑な推進を凶っています。
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＠野生生物保護啓発

（みどり共生推進課）
・小中高校生を対象とした f野生生物
保護啓発ポスターコンクーノレjを実
施して、児童生徒に野生動物に対す
る保護意識の幣発を腐ります。

＠観察会 E 調査体験会の開催
（みどり共生推進課）

．子どもたちの自然への関心を高め、
自然環境を支える将来の担い手と
なるきっかけづくりを行うため、子
どもたちが参加する生物多様性に
かかる調査体験会や観察会を行い
ます。

・自然とのふれあいの場と機会の提供
（みどり共生推進課）

・森林環尻教育や自然とのふれあいの
場の拠点施設として、 f三重県民の
森J及び f三重県上野森林公園jの
適切な維持管理を行うとともに、
各々の施設で年 24闘以上の自然
体験型の行事等を開催し、県民に対
し自然とふれあう機会を提供しま
す。

軍国各森林公闘での自然体験型イ
ベント回数年24回以上
（指定管理者制度の目標直）

・環境保全活動 E 環境教育の取り組み
（高校教育課）

［県立学校環境マネジメントjに基
づいて、各高等学校で環境保全活動
に取り組み、家庭・地域・企業等と
連携した環j克教育を推進します。

＠環境保全活動・環境教育の取り組み
（小中学校教育課）

・すべての公立小中学校において、 f環
境教育に演する全体的な計画jに基
づき f環境教育に関する余体的な計
画jを作成し、地域や学校の特色を
生かしながら家庭・地域・企業等と
の連携も筆、言語し、教育汚苦手J全般にわ
たる体系的な環境教育を進めます。

県内の小中高生を対象とした「野生生物保
護啓発ポスターコンクーノレJを毎年実施しま
した。また、県主催の入賞作品展示会の開催
や環境関係のイベン卜において本作品を展
示するなど、 Ye章生徒に対して、野生生物の
保護意識の向上に努めました。

平成28年度から平成 30年度までに、小中
高校併せて、延べ410校 4,374名から応募が
ありました。

みえ生物多様性パートナーシップ協定を
企業、関係市町、 NPO団体等と締結し、各間
体等の協力を得ながら、子どもたちを対象と
した種々の自然観察会の開催や中高生、県民
への出前授業・依頼講康等を実施したり、環
境関係のイベントに出展して普及啓発を行
いました。

「三重県民の森j f三重県上野森林公園j

において、積極的に自然とふれあう場を提
供することで、順調に来県者が増加し、施
設やイベントの満足度も宮様を概ね達成で
きました。

－指定管理者制度による自然及び施設の適JE
な維持管理及び利用者の増進を僅iるため、
森林とのふれあいのイベント等を実施する
とともに、利用者のニーズを把振し、適正
な施設管理を行いました。

• l:J!.成30年度においては 10 0聞を超える
イベントを実施しました。

・全ての県立学校が、校長の「環境に関する
取組の方針」のもと、計画→実行→評価→
改善のサイクノレに基づき環境教育・環境保
全活動に取り組んでいます。その結果、平
成 27年度には、家庭・地域・企業等と連
携して環境教育を推進している学校の割
合は84. 5%でしたが、平成30年度は
93%となりました。各学校の取組は年々
充実しており、令和元年度の目標である 1
00%は、達成される見込みです。

［三重県環境基本計画j に基づき、 f環境
教育に関する全体計画j を作成する。

・総合的な学習のH寺聞や、各教科等において、

積極的な活動を行う。
f学校環境デー（毎年日月 5日） Jを中心

に、小中学校等において、児京生徒や地域

の状況に応じ様々な特色ある取組を行う 0

．工夫ある取組を県のホームページに掲載す

るn
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現在の取組を継続して実施
していくとともに、より多くの
児童生徒が「野生生物保獲啓発
ポスターコンクーノレJに参加し
てもらえるよう、効果的な普及
啓発を目指して、啓発手法の検
討や関係機関等との連携を進
めます。

現在の取組を継続して実施
していくとともに、既存事業の
活性化（有効化）を図り、自然
保護・野生生物保護活動に関す
る発表会等への生徒の参加に
対して支援・協力等を検討して
いきます。

引き続き、現在のレベル以上
の取総を進めることが必要で
す。また、老朽化等により修絡
が必要な施設については、計画
的に修繕等を行い、利用者の安
全・安心及び満足度の向上に努
める必要がありますロ

今後も引き続き、「県立学校
環境マネジメントjを継続して
実施し、環境保全活動・環境教
育に取り組むとともに、家庭・
地域・企業等と連携した環境保
全等の取組の充実をl'ZIります。

・各学校で、環境教育に関する
全体計画に基づき、総合的な
学習の時間や、各教科等にお
いて、積極的な活動を進め
る。

・市町等教育委員会に照会し、
f学究環境デー（毎年6月5
p) Jを中心とした特色ある
小中学校等の取組の実施報
告を集約する。

・工夫ある取純を県のホーム
ベージに掲載し、各学校は、
他校の取組を参考にして活
動の活性化を促進する。
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②地域の§然を守る市民活動を積極的に進めます。

•Np 0 ・市民活動の推進
（ダイパーシティ社会推進課）

・アスト津3階の fみえ県民交流セン
ターj において、市民活動の場や交
流の機会の提供を行い、情報誌の発
行やホームベージ等による市民活動
に関する情報の受発信などのNPO  

支援を行います。また、掲示スベー
スにおいて市民活動団体のイベント
情報やお知らせなどのチラシ・冊子
を配架するとともに、市民活動団体
情報ファイノレコーナーでは、県内外
の団体が発行している印刷物をファ
イヲングします。

＠里地星山保全活動の推進
（みどり共生推進課）

・三重県の豊かな自然が継承され、県
民が自然とのふれあいや地域への愛
着を深めることができるよう、毘地
里山保全活動に取り組む団体の認定
を行うとともに、認定i'fl体による里
山整備やNp O等が行う希少野生動
植物種の自主的な保全活動の手助け
となる情報提供などを支援します。

匡薗 自然環境正保全活動閲体数
84凶体（H27年度現状値。 74団体）

みえ県民交流センターは、指定管理者によ
る管理運営を行っており、市民活動団体の活
動拠点、またNp Oなど市民活動自体と県民
の皆さんとの交流の場として活用され、平成
30年度における年間利用者数は 66,855人、
平成28年から平成30年における平均年照利
用者数は 65,413人となりました。

また、年4回の季刊情報誌 rREADERJ
の発行やホームベージの更新、市民活動団体
やイベント情報を検索・掲載できるMナピな
どにより、市民活動に関する情報発信を行っ
ています。「READERJは毎号 10,000部
を発行し、関係各所へ配布しており、 Mナピ
についても定期的に市民活動団体へ登録を呼
びかけるなどした結果、 2,700を超える団体
が登録されています。

さらに、掲示スペースの整理を行い、イベ
ント情報や助成金等に関する情報を入手しや
すいようにし、 Np O活動の支援を行ってい

ます。
なお、近年：においてはネット環境での情報

入手が容易になってきたことから、市民活動
情報ファイノレコーナーについては、見直しを
行っているところです一。

－里山や希少野生基植物の保全を凶り、より
層、様々な主体の連携のもと、社会全体

で生物多様性の保全を促進するために、新
たにみえ生物多様性ノミートナーシップ制度
を設立し、企業や市町等関係機関の参画を
得て、 Np O同体等が行う希少野生動植物
種保全活動等に対する支援を実施しまし
た。

。自然環境の保全活動団体数
H30 83団体

③多様な主体のつながりや参薗を積極的に進めます。

・1華境保全活動の広域ネットワーヴ化
（大気・水環境課）
・伊勢湾流域図を中心とした環境保全
活動を広域的にネットワーク化する
取り組みである「伊勢湾森・J11・海
のクリーンアップ大作戦jを3県1
市の連携により実施するなど、様々
な主体による森・ J11 ・海の環境保全
活動の活性化を進めます。

u 水球度の保全活動に参加した
県民の数 34,000人
(H27年度現状値25,984人）

平成 29年度については、 10月下旬の台風
や天候不良により予定されていた活動が中』
になる等、厳しい結果となりましたが、平成
30年度については、参加国体数50i'fl体（H29
年度比＋ 1）参加延八人数35,063人となり、
参加目標人数 32,75。人を達成することがで
きました。

。水環境の保全活動に参加した県民の数
日30:35,063人
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生物多様性にかかる活動を
行っているNp Oなどの市民

活動の支援及び基盤強化のた
め、交流スペース等において利
用しやすい環境づくりを推進
するとともに、 Np O活動の支
援、新たな人材の参画iを促すた
め、ホームベージ、季刊情報誌
やセミナ一等を通じて、広く情
報の受発信を行っていきます。

地域の白然に対して、地域の
住民が関わる意義は大きく、ニ
ーズもあります。引き続き、み
え生物多様性ノぐートナーシツ

プ制度により、企業や市町等関
係機関の協力を得ながら、各地
域のNp O団体等が行う泉地
呈山整備や希少野生動植物の
保全活動に対する支援に取り
組んでいきます。また、森里JII 
海つながり推進事業等により、
里地里山黒海活動回体等に対
しての補助金等を検討するな
ど、今後、予算約な拡充も検討
していく予定です。

平成 30年度については、参
加目標を達成することができ
ましたが、
・活動極体への年度途中での案内
や呼びかけを、継続して行う0

・CSR活動の一環で清掃活動等を
行っている11'業等への呼びかけ
を継続して行う。（特に事業所周
辺での清掃活動等の街中で活動
をされている企業への呼びかけ
を強ヒする。）

等をi出続して行い、更なる発展
に努めていきます。



＠市民活動の場や交流機会の提供
（ダイパーシティ社会推進課）

・アスト津3階の fみえ県民交流セン
ターj において、市民活動の場や交
流の機会の提供を行い、情報誌の発
行やホームベージ等による市民活動
に関する情報の受発信などのNPO  

支援を行います。また、掲示スベー
スにおいて市民活動団体のイベン卜
情報やお知らせなどのチラシ・冊子
を配架するとともに、市民活動団体
情報ファイノレコーナーでは、県内外
の団体が発行している印刷j物をファ
イリングします。

・念業・県民の森林づくり活動への参
箇促進 （みどり共生被進諜）
．森林保全に取り組みたいと考える企

業等に対して必要な情報提供や支援
等を行うとともに、 10月のもりづく
り月間に森林にふれあうイベントを
開催するなど、県民等の森林づくり
活動キ緑化活動への参画を促進しま
寸。

直麗森林づくり及び森林環境教育
などの活動の進展度 66,000入
(H27年度現状値57, 956人）

・多様な主体の森林づくり活動へのサ
ポート （みどり共生推進課）
．森林環境教育や森づくり活動等の取
組を支援するため、半成28年度から
総合慾口となる「みえ森づくりサポ
ートセンターj を設言葉・開設して、
学校や市町、指導者などからの各穣
相談対応にあたるとともに、活動の
コーディネートや指導者の紹介な
ど、関係者との綿密な調整・連携等
を1Tし、ます一。

みえ県民交流センターは、指定管理者によ
る管環運営を行っており、市民活動団体の活
動拠点、またNp Oなど市民活動団体と県民
の皆さんとの交流の場として活用され、平成
30年度における年間利用者数は 66,855人、
平成28年から平成30年における平均年間利
用者数は65,413人となりました。

また、年4回の季刊j情報誌 rREADERJ
の発行やホームベージの更新、市民活動団体
やイベント情報を検索・掲載できるMナピな
どにより、市民活動に慢する情報発信を行っ
ています。 rREADERj は毎号 10,000部

を発行し、品！Ji手、各所へ配指しており、 Mナピ
についても定期的に市民活動団体へ登録を呼
びかけるなどした結果、 2,700を超える団体

が登録されています。
さらに、掲示スペースの整理を行い、イベ

ント情報や助成金等に関する情報を入手しや
すいようにし、 Np O活動の支援を行ってい
ます。
なお、近年においてはネット環境での情報

入手が容易になってきたことから、市民活動
情報ファイノレコーナーについては、見直しを
行っているところです。

森林保全に取り組みたいと考える企業等に
対して必嬰な情報提供や支援等を行うととも
に、 10月のもりづくり月間に森林にふれあう
イベントを開催するなど、県民等の森林っく
り活動や緑化活動への参画を促進しましたロ

森林環境教育や森づくり活動等の取組を支
援するため、平成 28年度から総合窓口とな
る［みえ森づくりサポートセンターjを設蜜・
運営して、学校や市町、指導者などからの各
種相談対応にあたるとともに、出前授業や活
動のコーディネート、指導者の紹介など、関
係者との綿密な調整・連携等を行った結果、
県民力ビジョンお標値に対する実績は下記の
どおりとなりました。

匠麗森林づくり及び森林環境教育［。森林づくり及び森林環境教育などの活動の
などの活動の進展度 66,000人 I 進展度
(H27年度現状値 57, 956人）

H30実績 65,202人
(H30年度目標値 64,000人）
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生物多様性にかかる活動を
行っているNp Oなどの市民
活動の支援及び基盤強化のた
め、交流スペース等において利
用しやすい環境づくりを推進
するとともに、 Np O活動の支
援、新たな人材の参画を促すた
め、ホームベージ、季刊情報誌
やセミナ一等を通じて、広く情
報の受発信を行っていきます。

「みんなで支える森林づくりj

を進めるには、より地域に密着
した森林環境教育・木育活動を
展開することが重要であり、指
導者を育成していく必要があ
ることから「地域に密着した森
林環境教育・木育指導者数jを
目標として設定し、①［森林環

境教育の効果的な推進l②［企
業・県民の森林づくり活動への
参画促進］、③［多様な主体の森
林づくり活動へのサポート］な
どの施策により取組を進めま

す。
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④だれもが参加しやすいイベントを催します。

＠体験型・参加型の環境教育
（地球温暖化対策課）

－市町、民間自体等の関係機演との連 三重県環境学習情報センターを拠点として、 引き続き、三葉県環境学習情
携や、三重県環境学習情報センター 環境出前講座や主催講康等を実施し、その満 報センターなどの環境学習・環
などの環境学習・環境教育の拠点施 足度については 98%以上でしたロ 境教育の拠点施設を活用した
設を活用した体験型、参加率！の潔境 体験型、参加視の環境教育や
教育に取り組み、環境保全活動の普 「夏のエコフェアjをはじめと
及啓発を行います。 するイベントなどを実施し、環

度保余活動の普及啓発を行っ

車週環境教育講座等参加者の満足度 ＠環境教育講座等参加者の満足度（目様値100%) ていきます。
100% (H27年度現状線 98.7%) H28 99.7% 

H29 98.3% 
日3098.9% 

＠ニ震の豊かな自然と歴史を県民とと
もに探求 （総合博物館）
・三重の多様で集かな自然と歴史・文 一般募集やミュージアム・パートナーを対 今後も引き続き、自然観察会
化について、県民・利用者とともに 象にした、自然観祭会や各種講座、ワークシ や各種講座、ワークショップを
探求し、実物資料を収集・保存・継 ヨツプを通じて、幅広く、三重の多様で豊か 実施するとともに、皆さんの協
承し、調査したデータや収集した資 な自然と歴史・文化について知ってもらう機 カも得ながら調査・研究活動を
料の展示や自然観察会や講演などの 会を提供し、多くの皆さんに参加いただきま 行い、展覧会等の機会におい
事業、及びレファレンスなどで活用 した。 て、来館者の皆さんに三葉の多
することにより、生物多様性の理解 学芸員が調査・研究を行った資料に加えて、 様で豊かな自然と歴史・文化に
を促進します。 関係機鈎、県民の皆さんから提供された資料 ついて知っていただきます。

を企画僕等での展示に活用し、広く来館者の
皆さんにご覧いただき、三重の多様で豊かな
自然と自主史・文化について知っていただきま
した。

・観察会・調査体験会の憐催
（みどり共生推進課）
・子どもたちの自然への関心を高め、 みえ生物多様生パートナーシップ協定を企 現在の取組を継続して実施
自然環境を支える将来の担い手とな 業、関係市町、 NPO団体等と締結し、名団体 していくとともに、既存事業の
るきっかけづくりを行うため、子ど 等の協力を得ながら、子どもたちを対象とし 活性化（有効化）を図り、自然
もたちが参加する生物多様性にかか た穏々の自然続察会の開催や中高生、県民へ 保護・野生生物保護活動に関す
る調査体験会や観察会を行います。 の出前授業・依頼講康等を実施したり、環境 る発表会等への生徒の参加に

関係のイベントに出展して普及啓発を行いま 対して支援・協力等を検討して
した。 いきます。

・自然とのふれあいの場と機会の提供
（みどり共生推進課）

－森林環境教育や自然とのふれあいの • r三重県民の森j f三重県上野森林公閤j lこ 引き続き、現住のレベル以上の
場の拠点施設として、 f三重県民の森j おいて、積極的に自然とふれあう場を提供 取組を進めることが必要です。
及び fミヲ店主県上野森林公園j の適切な することで、順調に来県者が増加し、施設 また、老朽化等により修繕が必
維持管理を行うとともに、各々の施設 やイベントの満足度も呂標を概ね達成でき 要な施設については、計画的に
で年24回以上の自然体験型の行事等 ました。 修繕等を行い、利用者の安全・
を開催し、県民に対し自然とふれあう －指定管理者制度による自然及び施設の適正 安心及び満足度の向上に努め

機巨圏会を提供します。 な維持管理及び利用者の増進を閲るため、 る必要があります。
各森林公園での自然体験型 議林とのふれあいのイベント等を実施する

イベント回数年24 lfil以上 とともに、利用者のニーズを抱握し、適正
な施設管理を行いました。

－平成30年度においては10 0回を超える
イベントを実施しました。
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⑤地域の自然資源を活かした体験型のツーリズムを進めます。

・宮Jllルネッサンスの推進
(J車域支援課）

．宮JII流域ノレネッサンス協議会の多様

な主体の一員として参i萌し、宮Jll流
域地域の豊かな自然・歴史・文化を
保全・再生しながら地域の活俊化を
図るため、地域住民と協働して宮Jll
流動レネッサンス協議会活動に取り

組みます。

＠ニ重まるごと自然体験の推進
（農山漁村づくり諜）

．三重県が誇る山・川・海の豊かな自
然を体験というJ院で生かし、国内外
から入を集め交流を促すため、 f自然
体験プログラムj のブラッシュアッ
プに取り組む活動図体への支援や、
アウトドアスポーツに関連する企業
と連携した三重の魅力発信などに取
り組みます。

[jj]喜農山漁村の交流入口
（地域資源活用経済活動施設の利用者数〉
1,484千人（H27年度現状値 1,376千刈

①官JII流域子どもハiサミット開催
日28.8.18 明和町斎宮
流域内の小学5・6年生 25名

目29.8.17 大台町弥起井、菌周辺
流滅内の小学5・6年生 451',

H30：悶天中止

~親子デイキャンプの開催支援
H28. 7 .30 官リパ一度会ノミーク河川敷

（参加者c 47組 112名）

H29. 7 .29令官リバー度会ノぐーク河川敷
（参加者 48組 112名）

③宮）11 /J制或案内人の会企画行事の開催支援
H28 実施件数 59件、

参加者延べ数日，385名
H29 実施件数 43件、

参加者延べ数 2,888名
目30 実施併数。 50件、

参加者延べ数 621名

④「宮）11流域いっせいクリーン作戦j 実施
H28.10.23 宮リハ一度会パーク河川敷

（参加者 59名）
H29 雨天中止
日30.10.28：宮リバー度会パーク河川敷

（参加者 50名）

~植樹の実施
H28.ll.27 ：大台町江馬地区内
植樹数地域に適した樹木 16種 90本

参加者 11組 24名
H29.12.10 大台町大杉地内
様樹数地域に適した樹木 13議 90本
参加者。 13組 35of, 

H30.12. 9 大台町大杉地内
植樹数 i地域に適した樹木 16種 90本
参加者 12組 34名

・活動Ell体や農林水産事業者、アウトドア＂＇・
ポ」ツ・観光関連の企業等で構成する fξ

重まるごと自然体験ネットワークj を設置

し、会員同士が交流ペ二情報共有などを行う
交流会や研修会を開催。（ネットワーク会員
数 182E主体（令和元年 11月 1日現在））

．自然体験活動を展開する人材を育成するた
め、活動実践者の研修会の参加を支援。

－自然体験プログラムのブラッシコアップに
取り総む活動団体を支援するため、 f三重ま
るごと自然体験実践支援交付金事業jを実
施。

・三重の自然体験の魅力を発信する取組とし
て、地域の自然を体感できる周遊ノレート fジ
ャパンエコトラックJの登録に取り組み、
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宮川流域ノレネッサンス協議
会では、赫力的な宮川流域づく
りを進めていくためには、流域
での多様な地域活動が持続性
をもって、自立的に進展してい
くことが大切であると考えて
おり、この考え方をふまえた事
業方針（平成 31年度～令和4
年度）を策定したところです。
事業方針では、宮川流域にま

つわる歴史、後世に残していき
たい自然や伝統・文化等を一体
的に情報発信し、知名度の拡大
を淫！っていく「魅力発信事業j、
地域活動団体への情報提供や
団体罰の交流・連携を図ってい
く「地域活動支援J、流域7市

町、県、悶の濁係機関が共通の
認識に立ち、連携を図っていく
ための「行政問の連携による広
域的な推進の調整Jの3つを柱
に取組を推進していくととと

しています。
県としても、引き統き、協議

会に多様な主体の 員として
参画し、宮川流域の魅力を発倍
するとともに、住民の皆さん等
が主体となった活動が持続で
きるよう支援していきますσ

ジャパンエコトラックの登
録を生かしてスポーツツーヲ
ズムの拡大を図るとともに、東
京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会等でアウトドアス
ポーツの関心や体験意欲が高
まっていることをふまえ、自転
車、カヌーなどの情報要E信を強

化します。



＠三重まるごと自然体験の推進 I 平成 30年9月に伊勢熊野エリアがジャパ
（農山漁村づくり諜） I ンエコトラックの公式エリアに登録。

・自然の循環を体感する環境スポーツイベン
（続き） ｜ ト「SEATOSUJ¥αHTJを開催し、県内外

＠自然公園・長距離自然歩道の施設整備
（みどり共生推進課）

．県民の自然とのふれあいを促進する
ため、国定公園及び長距離自然歩道
において、適切かっ安全な施設整備
を行うとともに自然公間施設の適正
な維持管理を行っていきます。

宣車 自然とのふれあいの場を活用
したイベント等の参加者の「自然
とのふれあい体験の満足度j

80.0% (H27年度現状値 69.9%)

・各自然ツーリズムの推進
（観光賦カ創造課）

・従来の「見る観光jから、 f学び、交
流し、体験するj といった問的の多
様化に加え、地域文化、環境、健康
などイ曲線観の多様化等、新たな観光
需要に応えるため、観光産業と他分
野の産業との組み合わせによる新た
なツーリズムの取紐を支援・促進し
ます。

－遊び・体験予約サイト等を活用し、
県内各地で造成された体験メニユ｝
等の着地型旅行商品を広く情報発倍
することで、販路及び消費の拡大を
凶ります。

の参加者に三重の自然の魅力を発信。
・アウトドア用品メーカーのモンベノレと連携
してアウトドアに関心の高い層にPRを実
施。県内全域を「モンベノレフレンドエリア」
に登録するとともに、全国の自治体として
は初めて包括協定を締結。モンベノレの会員
向けイベント「モンベノレクラブフレンドフ
ェアjなどを通じて、三重の自然や自然体
験の魅力を発｛言。

・県内の方々に三重の自然体験に触れていた
だくきっかけとして、ネットワーク会員が
堂に会した f三重まるごと自然体験フェ

ア」を開催。

・登茂山園地、青山高原、ふるさと公開、藤原
岳坂本休憩所公衆トイレ、大杉谷登山セン
ター、鳥羽ピジターセンタ一、東海自然歩
道及び近畿自然歩道について、市町や関係
団体に対して施設の維持管理業務やパトロ
ーノレ業務を委託し、適正に維持管理を行い
ました。

－鳥羽ビジターセンター及び霊長茂山園地博物
展示施設において、建築基準法に基づく建
築設備点検を行い、安全な利用に向けて施

1設の利用計画を検討しました0.自然とのふ
れあいの場を活用したイベント等の参加者
の「自然とのふれあい体験の満足度はH30
年度現状値で 78.9%でした。

・近年、特にインバウンドにおいて体験を含
む「コト消費j に対するニーズが高まって
おり、各地域の特色を生かした体験プ口グ
ラムl士、重要なコンテンツとなるため、体
験コンテンツにかかわる農林水産部等ども
連携し、地域の取組の支援を行っていますo

平成 30年3月には、 f体験活動等の促進に
より、社会が直面する課題に対応し、県内
地域の活性化及び県民生活の賓の向 tに寄
与することを巨約に県とアソビュー株式会
社との連携と協力に関する包括協定を締結
しました。

・三重県観光連盟が運営する三重県観光ガイ
ト「観光三重Jにおいて、 f観光に関する情
報・商品・サービスをふ元的に集積して発
信・販売する Webプラットフォームjを構
築するためのコンテンツのひとつとして、
遊び・体験予約サイト等を活用してのネッ
ト予約機能を充実しました。

93 

既存施設が経年劣化により
彼損し、その復旧やメンテナン
スの経費が増加の傾向にあり

ます。

－今後も引き続き、国内外の観
光客のニーズやトレンドを
踏まえ、体験コンテンツに関
係する部局や関係機関と情
報共有しながら、連携してい
きます。

・体験コンテンツに関する情報
発信については、観光サイト
f観光三三重jの多言語化も含

め、間内外への情報発信に努
めるとともに、 JNTOなど関
係機関との連携も進めてい
きます。



運妻f本隣室長淑級 言十蘭綴隠燃のき護施状況 数港整担安東灘iぷ

重点方針2 ヨまく利用しよ宣

①生物多様性を利用する持続可能な仕組みを、暮らしに取り入れます。

＠地球温暖化対策の推進
（地球温媛化対策課）

－『三重県地球温暖化対策推進条例』や 家庭部門については、 f三重県地球温暖化防 引き続き、家庭や事業所での

『三重県地球温緩化対策実行計画』 止活動推進センターj と連携し、地球淑暖化 省エネや再生可能エネノレギー

に基づき、県民、事業者等と連携・ 紡止活動推進員等が行う普及啓発活動を通じ 導入の取組を促進し、 liiil案効果

協働して地球温暖化対策に取り総み て、節電や省エネ家電の導入、再生可能エネ ガスの排出削減を進めるとと

ま「。 ノレギーの利用等を促進しています。その結果、 もに、気候変動影響や適応につ

家庭のエネルギー消費量l士、夏季や冬季の気 いての情報収集や情報提供な

温の影響を受付増減はあるものの、中長期的 ど、気候変動適応の敢品且を促進

g 家庭での消費電力による二酸 にみて減少傾向にあります。 します。

化炭素排出最 1,119千十 C02 産業・業務部門については、地球温暖化対 また、地球温暖化対策実行計

(H27年度現状f直1,196千t C02 策計画書に基づく自主的な削減取紐を促進す 匿の計画期間が 2020年度まで

るとともに、「三重県版小規模事業所向け環境 であるため、計画の改定とあわ

マネジメントシステム（M EMS)J等の導 せ、気候変動適応策を盛り込ん

入促進により、環境負荷低減の取組を進めて だ総合的な計画として策定を

います。 検討します。

また、温室効果ガスの排出削減につながる
環境教育等に取り組む市町等を支援するな

ど、地域で取り組む低炭素なまちづくりに取

り組み、取組地域数は着主主に増加しています。
また、 f三葉県気候変動影響レポート 2018

～いま始まる適応への挑戦～j を発行すると
ともに、本県における気候変動影響や気候変

動適応に関寸る情報の収集、整理等を進める
「三重県気候変動適応センターjを平成31年

4月 1日に開設するなど、気候変動に関しす

でに現れている影響や中長織的に避けられな
い影響に対する f適応Jの取組を促進してい

ます。

・地球潟暖化対策の普及啓発
（地球温暖化対策課）

－地球温暖化防止活動推進員を活用し 三葉県地球温暖化防止センターと連携し、 家庭での温室効果ガス排出

て地球温暖化対策の墜要性や呉体的 地球温媛化防止活動推進員による出前講座や 削減の取締を促進するため、

な取組を広く県民に情報提供し、家 イベントを行いました。講座等の受講後にア r＝重県地球温暖化防止活動

庭における地球視暖化対策を普及啓 ンケートを行った結果、 9割以上の受講生が 推進センターjと連携し、地球

発します。 地球混暖化防止活動に取り組みたい意向を示 温暖化防止活動推進員等が行

しましたむ う普及啓発活動を通じて、節電
や省エネ家電の導入、再生可能

匡璽地球温暖化対策講座等の受講 －地球温暖化対策講座等の受講後に、活動に エネルギーの利用等を促進し

後に、活動に取り組む意向を示した 取り組む意向を示した受講者の割合 ます。
受講者の割合。 100% H28 99.3% 
(H27年度現状値 95.8%) H29 98』%

日30:91.1% 

－地球温暖化活動推進員等による出前講座等
参加者数

H28:7,134人
日29:5,722人
H30:5,887人

・イベント等の参加者数
日28－約 16,000人
日29約 15,000人
Il30：約 15,000人

94 



・生活排水対策の総合的な推進
（大気・水環境課）
（水産基盤繋備課）

・生活排水対策の総合的な推進のた
め、「三重県生活排水処理施設整備計
画（生活排水処理アクシヨンプログ
ラム）Jに基づき関係部局で連携しな
がら進捗管理を行い、地域の実状を
踏まえた生活排水処理施設の繋備の
促進を図りますロ

垣E量生活排水処理施設の整備率
86.5% 
(H27年度現状値 81.5%) 

・生物指襟を用いた水質事lj定の普及啓発
（大気・水環境課）

．住民が身近に河川の観察ができるよ
う、生物指標を用いた水質判定の普
及・啓発に取り組みます。

「三重県生活排水処理施設整備計画（生活排
水処理アクションプログラム）Jに基づき関係
機関と連携して生活排水処理施設の繋備を進
めた結果、平成 27年 3月末 81.5%から平成
31年3月末 85.3%まで進展しました。令和 2
年3月末には 86.5%まで進めることが呂標で
す。（ 3 1年度現状値（ 3 0年度実績） 8 5. 
3 % （速報値））
・漁業集落における生活環境の改善を総合的
に溜るため、市町による漁業集落排水整備
を促進し、平成 24年度に着手した南伊勢
町相賀締地区の処理施設が完成し、平成 30
年4月より全面供用を開始しました。

・令和元年日月現在、志鷹市、南伊勢町の 7
施設が稼働しています。

fみえ・ J 11の健康診断事業Jとして、平成 28
年度は 37閃体延べ 2150名、平成 29年度は
15閃体延べ 801名、平成 30年度は 14団体
延べ461'1'，が参加しました。

②地産 地i闘を進め、地域を豊かにします。

・野生獣を地域資源として活用
（フードイノベーション課）

．捕獲された野生獣を高品質な食材と
して利活用し、新たな地域資源とし
て活用します。

直薗みえジピエとして利活用され
た野生獣頭数（ニホンジカ、イノ
シシ） 1300頭
(H27年度現状値。 817頭）

・中山院地域等の、農業生産活動の継
続推進 （農山漁村づくり課）
．農業生産条件の不利な中山間地域等
において、農業生産活動の継続を通
して多証言的機能の維持・発鐸のため
の活動を支援します。

. rみえジピエjのt普及・消費拡大を図るため、
fみえジピエJ登録事業者等で構成される
fみえジピエ推進協議会j と連携し、フェ

アの開催など［みえジピエjのPRや情報
発信の取組を進めましたロ

• rみえジピ、エ品質・衛生管理マニュアノレjお
よび「みえジピエ登録制度j を見直し、全
国で初めて 18022000食品安全マネジメン
トシステムの考え方に基づいて「みえジピ
エフードシステム衛生・品質管理マニュア
ノレj を制定するとともに、正しい知識を得
た人材を載録する fみえジピエフードシス
テム登録制度j の運用を開始しました。

・みえジピエの安定供給に向け、解体処理施
設の連携や大口取引にも対応できる精肉の
保管・集約機能を持つストックヤードの整
備を進めました。

（みえジピェとして利活用された野生獣頭数
（ニホンジカ、イノシシ） H30年度 1196頭）

・中山間地域等直接支払制度は、生産条件が
不利な中山間地の耕作放棄地の発生を未然
に防止するために営農の継続や地域の共同
活動を支援します。

・中山間地域等直後支払制度では 219集落、
l,728haの農地において多面的機能の維持
井・発揮のための活動が行われています0

・令和元年は、 2集落がさらに取り組み、17ha
の農地が増加する見込みです。

。中山間地域等夜接支払協定面積率
H30: 54.7% (R元年度目標値。 55.0%)
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引き続き f三葉県生活排水処
理施設整備計爾（生活排水処理会
アクションプログラム）Jに基
づき関係部局と連携しながら、
地域の実状を踏まえた生活排
水処理施設の整備の促進を図
ります。（大気・水環境課）

引き続き、生活排水対策の総
合的な推進のため、 f三重県生
活排水処理施設整備計国j（生活
排水処理アクションプログラ
ム）Jに基づき関係部局で連携
しながら進捗管理を行い、地域
の実状を踏まえた生活排水処
理施設の繋慌の促進を凶りま
す。（水産基盤議備諜）

引き続き「みえ・川の健康診
断事業jの普及・拡大に鍔めま
す。

－みえジビエの消費拡大に向
け、 rNp O法人みえジピエ
推進協議会jと連携して、商
品開発や販路拡大などの取
総を進めます。

・また、平成 30年度に新たに
制定した fみえジピエフード
システム衛生・品質管理マニ
ュアノレjの普及や「みえジピ
エフードシステム登録制度j

の適正な運用により、みえジ
ピエのさらなる安全性や品
質の確保に努めるとともは、
安定供給に向けた体制の強
化を閲ります。

－引き続き f三重県農業農村整
備計画jに基っき、市町との
連携を函りながら繋備を進
めていきます。



・人や産業が元気な農山漁村づくり
（グリーン・ツーリズム）

（農llil魚村づくり課）
．農山漁村地域の農林水産物をはじめ
自然、文化、入等の豊かな資源を生
かした、農家レストラン・農林漁業
体験民宿・農林漁業体験・直売所な
どの経済活動取組の拡大を推進し、
都市や企業等との交流を促進し農山
漁村の活力の向上を図ります。

E圏農山漁村地域の交流人口（地域
資源活用経済活動施設の利用者数
(H30)) 1,484千人
(H27年度現状値 1,376千人）

・県産材の利用促進
（森林・林業経営課）

・生物多様性の保全と、地域の林業
木材産業の活性化による地域経済の
好循環のため、私たちの暮らしの中
で、もっと県産材を活用した製品が
使われるようにPRするなど、県産
材の利用を促進します。
「目様j 県民カピジョン回標｛直二
「三震の木J認証材等の製材出荷量

に占める害lj合 2ii%(27年度現状鍍
17%) 

・県産材の活用により、適正な森林
資源の循環利用を図ると共に、海外
などで問題となっている違法伐採や
自然破壊などの抑制に寄与します。

＠きのこの栽培技術の銅発

－農山治、村の地域資源、を活用したビジネス
の取組拡大と集客向上に向け、起業者養成
講座（H28年度～日30年度の修了者36名）
等による人材育成に取り組むとともに、
印、なか旅のススメJ2016版及び2018版

を発行するなど、農山漁村ならではの旅や
体験の情報を発信しました。また、農山漁
村において、安心安全な体験を提供できる
体制整嬬のため、日28年度にグリーン・ツ
ーリズムコ｝ディネーター育成スクーノレ
（修了者 11名）を開催し、日29年度、 H30

年度にクリーン・ツーワズムインストラク
タースキノレアップ研修会（修γ者 25名）
開催しました。

住宅等における「三重の木j等の需要拡大
を図るため、工務店、建築士等と連携し、消
費者に県産無垢材等の良さをPRするイベン
トを開催しています。また、平成 30年度には
県産材の需要拡大を図るため、県産材を積極
的かっ計画的に使用すること等を宣言した事
業者や応鋪等を主義録する f木づかい宣言j事
業者主主録制度を創設しました。その結果、平
成 28年度の「三重の木j認証材等の製材出荷
量に占める割合は 24.7%と平成 28年度の目
標依 19%を上回りました。しかし、平成 29
年度は 12.3%と務ち込み、平成 30年度には
12.5%と呂標伎を下回りました。その原因と
しては、主婆な f三重の木J認証材等の出荷
事業者が事業を停止したことが、目標値の減
少に大きく影響したと考えられます。

（林業研究所） ｜ 左記のきのこについて試験を行い、ウスヒ

－今後は、農山漁村の豊かな地
域資源を生かした経済活動
取組の拡大を推進し、農山漁
村で f食べるjf治まるJとし、
った魅力を組み合わせた、よ
り滞在時間の長い交流の企
画創出に取り組み、農1!1漁村
の活力の向上を凶っていき
ます。

引き絞き、県産t.j・の需要拡大
に向け、地域の工務店や建築士
等へ「三重の木J等による住宅
建築を働きかけるとともに、地
域材によるサプライチェーン
の構築をめざし、製材所等との
マッチングを進めますロまた、
公共建築物等の非住宅分野に
おける県産材の需婆を獲得す
るため、県内の公共建築物等に
おける県産材の利用拡大に取
り組むとともに、県内の建築士
等を対象とした中大規模建築
物や非住宅の木造設計につい
ての技術研修会を開催します。

・夏場の電力消費量が大幅に削減でき iラタケとササクレヒトヨタケについては、き［ きのこ生産者を対象に新品
る高温発生型きのことして、ハナピラ iのこの施設栽培における通常の発生温度より｜種栽培技術の普及に努めます。
タケ、ウスヒラタケおよびササクレヒ i高い 21℃においても良好な子実体を形成す
トヨタケの熊易栽培技術の隠発に 2sIることを確認しましたロ試験の結果を踏まえ
年度から新たに取り組み、地産地消を［て、各種きのこの栽培マニュアルを公表しま
すすめます。 iした。

③生物多様性を利用する持続可能な仕組みを、開発や事業に取り入れます。

・環境影響評価の実施
（地球温暖化対策課）

．一定規模以上の開発事業等について
は、コ重県環境影響評価条例に基づ
き、事業者に対してあらかじめ識査、
予測、評価の実施を求めるとともに、
住民等、知事、市町長などからの怠
見聴取、有識者による事議を踏まえ
て、環境¢保全に十分な配慮がなさ
れるよう事業に反挟させます。

－県が実施する開発事業については、
「三重県環境調整システムJに基っ

き、その事業に係る計画等を策定し
ようとする段階から、環境保全に関
する審議・調整を行いますD

－環境影響評価法及び三重県環境評価条例に
基づき、用地造成、風力発電所、廃楽物処
理施設、土地区画整理等の事業に係る環境
影響評他国書に対し、地域およひ事業の特
性を考i蓋し、希少動植物の保護と生態系の
保全等について配慮するよう三重県環境影
響評価委員会の答申を受けて、知事意見を
述べました。（平成28年度～令和元年度（12
月末時点）。計画段階環境配慮書4件、環境
影響評価方法書 11件、環境影響評価準備書
9件、簡易的環境影響評価書7件）

・三葉県環境調整システムを運用し、県開発
事業における環境配慮の徹底を図りまし
た。（審議併数。平成 28年度 2件、平成29
年度 11件、半成 30年度 7件）
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－引き続き、事業者が作成する
環境影響詳価図書について、
法・条例に基づく手続き等の
指導を行うとともに、三重県
環境影響評価委員会に諮問
し、その答申に基づき、環境
の保全の克地から知事怠見
をi!J!...z，環境の保全について
適正な配慮がなされるよう
取り組みます。

－引き続き、県が実施する開発
事業等については、三重県環
境調繋システムにより、計爾
等の策定段階から、全庁的に
環境への配慮や適切な対応
を調整します。



・適切な森林管理による持続可能な森
林経営の実現 （森林・林業経営課）
．老齢化した森林資源を主伐等により
更新することで、多様な林齢構成の
森林に誘導するとともに、林業の活
性化によって適JEに管理された森林
の確保につなげます。また、主伐後
の適正な更新を凶るために再造林を
推進することで、森林資源の循環利
潤に努めます。

巨彊森林経営計画認定面積
62,000ha （累計）

(H27年度現状儀 41,662ha)

・再i査林の基礎資材となる優良種商を
安定的に確保することで、森林の適正
な吏新を推進します。また、遺伝子レ
ベノレでの品質の確認された苗木を確保
することで、移入種対策など地域にi麗

した森林の形成に寄与します。

・森林管理の担い手育成による持続可
能な森林経営の実現

（森林・林業経営課）
．林業のj旦い手を確保・育成すること
で、整備された森林の増加につなけ令ま
す。

旺璽新規林業就業者数 44人
(H27年度現状値 40人）

＠森林土木事業担当者を対象とした希
少生物の学習会開催 （治山林道課）
．奥山地域公共事業でのオオダイガハ
ラサンショウウオの保護を目的に、
三重森林管理署、県教育委員会、農
林水産部が合同で生態等に演する学
習会を開催します。

－森林資源の循環利用を進めるためには、主
伐後に確実に雨：造林を行うことが葉婆です。
再造林面積は、平成 28年度。 67.44ha、平成
29年度 112.46ha、平成 30年度 120.93ha 
となりました。
－森林経営計画認定面積は、半成 30年度で
50,073haとなりました。

－優良種苗を確保するため、成長や材質等に
優れた優良種の稜子生産や採種園の整備を行
うとともに、種濯i生産事業者への講習やコン
テナ苗生産基盤施設の整備を行いました。

林業への新規就業者を確保するため、県内
外で開催される就業・就職フェア等において
就業希望者等に対する柁談対応を行った（H

28年度～R元年度末 9回）ほか、高校生に
林業を将来の進路の っとして選択してもら
えるよう、林業職場体罰金研修を実施しました
(H28年度～R元年度末。延べ25校（見込）、

延べ 447名（見込））。また、林業への就業に
濁心のある人等を対象とした「もりびと塾（林
業体験コース）J及びみえ森林林業アカデミ
~r林業体験講l'il'J の開催（R元年度末延
べ 24日）や、地域で自伐型林業等に取り組む
グノレープ等への技術研修等を実施（R元年度
末延べ 23日）しました。林業事業体等の既
就業者に対しては、架線集材や森林作業道作
設等の技術者の育成を支援（H30年度末 53
名）したほか、日28年度から、森林・林業や
地域を担う人材育成に向けて「もりびと塾（林
業リーダー育成コース）Jを開催（H29年度
末延べ 14再）しました。 H31年4月に本
格調講した［みえ森林・林業アカデミーj の
3つの基本コーァ、では、受講生の職場におけ
る役割やキャリアデザインに応じたカリキュ
ヲムを設定し、新たな視点、や多様な経営感覚
を持った人材の育成に努めました（R元年度。
30名受講）。活動指標で品ある f新規林業就業
者数j は、 H30年度の目標達成率が 88%と
なったことから、ある程度進んでいると判断
できるものの、 R元年度 44人の目標達成に
向けて取り組みを強化する必要があります。

公共事業等におけるオオダイガハラ喧ンシ
ョウウオの保護を目的に、三重森林管理署、
県教育委員会、農林水産音Iiや県土整備部（各
地域機関）、市町、更には奈良県や和歌山県か
ら参加を募り、生態等に関する現地学習会を
開催しました。
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－森林資源が充実し、利用期を
迎えています。森林資源の循
環利用を進めるために確実
な再造林を促すとともに、着
実に森林を更新し、災容に強
い森林づくりを進めるため
獣害防護櫛設置費の支援に
取り組みます。

－現在、富民の 3割が花粉症に
擢患していると言われてい
ます。花粉発生源対策を推進
するため、利用期を迎えた森
林o：主採とともに、無花粉・
少花粉スギ・ヒノキ等への転
換を進める必要があり、こう
した花粉症対策苗木の増産、

室主出合に取り組みます。
林業への新規就業者や地域

における多様な担い手を確保
するため、引き続き、県内外で
開催される就業・就職フェア等
に出展し、情報発信や相談対応
を行うほか、県内の高校生に対
する林業職場体験研修や、自伐
型林業等に取り組むグループ
等に対する技術研 11§等を実施
します。

「みえ森林林業アカデミ
~J でl士、次年度以降に向けて
講座のブラッシュアップを図
り、持続可能な森林・林業経営
や地域振興を担う人材の育成
に努めます。

今後も関係機関と連携しな
がら、公共事業等におけるオオ
ダイガハラサンショウウオの
保護を目的に現地研修会を継
続して開催します。



＠公共事業を対象とした生物多嫌性審査
（みどり共生推進課）

• r三重県生物多宥d主保全検討委員会j

の開催や［三重県生物多様性保全ア
ドバイザーJの派遣等により、公共

事業による開発をチェックし、生物
の多様性を確保します。

＠自然地の開発を対象とした指導
（みどり共生推進課）

. 1へクターノレを超える規模の自然地

が含まれた開発をしようとする事業

者に対して、三重県自然環境保余条
例では、希少野生動植物種の保護や
地域特性に配慮した緑化を求めるこ

とにより、自然環境の保全を関りま

す。

＠魚、礁の整備

（水藤基殿整備課）
・水産資源を持続的に利用し、安定的
に提供するため、 flt礁などの整備を

進めます。

・有害赤潮の予察技術の開発
（水産研究所）

．漁場環境の保全と持続的な利用のた

め、英虞湾などにおいて赤潮被害防
止に向けた泊、場監視とf青報提供を行

うとともに、ヘテロカプサなど有害
赤潮の予祭技術の開発を行ないま

す。

公共事業計画地に希少野生動植物種が確認
された場合に、三重県生物多様性保全アドバ
イザーの派遣を行い、助言を求めました。

三重県自然環境保全条例に基づく際発行為
届出の対象となる大規模な太陽光発電事業に
ついて、希少野生動植物種の生息に支障を及

ぼすおそれがあると判断したものに対して、
条例に基づく勧告を行い、希少野生動植物種

の生息場所の保全を凶りました。

勧告数
日29:1件
H30 1件
R 1 l{tド

水産資源を持続的に利用し、安定的に提供

するため、 E盟庫補助事業（水産環境整備事業）
を活用して、平成 25から 28年度にかけ、大

紀町沖にイセエピ等を対象とした増殖場（A

~L4ha）を造成しており、平成 28 年度には、
A=0.2ha造成しました。

英虞湾などにおいて赤潮被害防止に向けた
漁場監視のために 2回／月～1回／過の頻度で

漁場環境調査を行うとともに、情報提供を行
ってきました。また、へテロカプサ赤瀬の発

生シナワオを構築しました。

④在来穫の生態系が守られていく工夫をしたり、仕組みを作ります。

・低農薬農業の推進
（農産関芸課）

・農業分野において生物多様性や地球

温媛化紡止等に貢献寸る化学合成肥料

や化学合成農薬を低減した栽培や有機
農業などの環境保全に効果の高い営農
活動に対して支援します。

三重県では、環境保全型農業直接支払交付

金事業を活用し、化学合成肥料・化学合成農

薬を 5割以上低減に加えて、 f有機農業J、
fIPMJ、「カパークロップjの3つのうちい

ずれかに取組む農業者自1体等の活動を支援し
ています。そのうち、「省機農業j と fIPMJ
は生物多様性保全効果のある取組に位置付け
られていることから、水稲、大豆、梨の3品
目について「農業に有用な生物多様性の指標
生物調査・評価マニュアノレJ（（独）農業環境技

術研究所、（独）農業生物資源研究所）に基づ

き、生き物調査による生物多様性評価を実施
した結果、いずれも生物多様性が確保されて

いることが示されました。
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「環境調整システムJにおいて

公共事業担当課から提出され
る環境配慮検討書について、生
物多様性保全の観点から審議

し、内容により三重県生物多様
性保全アドバイザーの派遣を

行い、助言を求めますロ

開発行為屈財に対し、希少野
生動様物種の生息に支障を及

ぼすおそれがある事業に対し

ては、条例に基づく勧告等、必
要な措置を行います。（希少野
生動植物種の重要な生息地情

報をまとめ、その地域において
開発行為を行う場合について、

事業者に対し、より詳絡な生物

調査を求めます。）

水産資源、を持続的に利用し、
安定的に提供するため、引続

き、魚礁などの繋備を進めま

す。

引き続き、漁場監視のために
漁場環境調査を行うとともに

情報提供を行ってきます。ま
た、へテロカブ。サ赤潮の発生シ

ナリオを改良していくととも

に、それ以外の有筈赤瀬につい
ても予祭技術の開発を行ない

ます。

当該事業は令和 2年度から
第2期に入ります。令和元年度

は事業内零・要件等の見直しが

行われる予定で、これまでとは
支援対象が変わる可能性があ

ります。三重県としては、県の

施策や市町の意向を考慮し、事
業方針を検討します。



・野生獣の衛生的な利活問環境を構築
（フードイノベーション課）

. rrみえジピエ』品質・衛生管理マニ
ュアノレJの普及啓発、 fみえジピエ登
録制度j を促進し、野生獣の衛生的
な利活用環境を構築します。

・水沼生態系の保全
（農業基盤整備課）

．水田地域における魚類等の生物多様
性を保全するため、水田魚道をモデ
ノレ的に設置し、魚道を遡上する魚類
や水匝に棲む生きものの保全活動に
ついて支援します。

＠林道工事での水楼生物の保全
（治山林道課）

・オオダイガハラサンショウウオをは
じめとした水棲生物を保全するた
め、林道三和片）I ［線において、自然
環境に配慮、した工法（勾配付き側溝）
を施工します。

. rみえジピエJの普及・消費拡大を18るため、
「みえジピエj 登録事業者等で構成される
fみえジピ、エ披進協議会j と連携し、フェ

アの際催など「みえジピエJのPRや情報
発信の取組を進めました。
. rみえジピエ品質・衛生管理マニュアノレjお
よび「みえジピエ登録制度j を見直し、全
留で初めて 18022000食品安全マネジメン
トシステムの考え方に基づいて「みえジピ
エフードシステム衛生・品質管理マニュア
ノレJを制定するとともに、正しい知識を得
た人材を登録する「みえジピエフードシス
テム登録制度j の運用を開始しました。

・みえジピエの安定供給に向け、解体処理施
設の連携や大口取引にも対応できる精肉の
保管・集約機能を持つストックヤードの整
備を進めました。

。みえジピエとして利活用された野生獣頭
（ニホンジカ、イノシシ） H30年度 1196頭

－水団地域における魚類等の生物多様性江保
全活動について支援しましたが、水田魚道
の設置までは玉三りませんでした。

林道三和片JI［線において平成 29年度の工
事で自然環境に配慮した工法（勾配付き側溝）
を施工しています。それ以外の年度において
は工事の施工内容の関係で自然環境に阻慮し
た工法の対象外でした。
なお、平成 30年度において、県教育委員会

や熊野市と協力してオオダイガハラサンショ
ウウオの現地調査を実施し、現状把握に努め
ました。

⑤生物多様性の評価を行いながら事業を進めます。

＠生物指標による農薬低減評価
（農産閤芸課）

・水稲栽培における化学合成肥料・化
学合成農業低減とカパークロップを
組み合わせた取組については、指標
となる生物調査を行い、農業研究所
で開発した評価方法を用いて生物多
様性を評価します。

三重県では、環境保全型農業直接支払交付
金事業を活用し、化学合成肥料・化学合成農
薬を日割以上低減に加えて、［有機農業J、
fIPMJ、fカハークロップjの3つのうちし、

ずれかに取組む農業者団体等の活動を支援し
ています。そのうち、 f有機農業j と fIPMJ
は生物多様性保全効果のある取組に位置付け
られていることから、水稲、大豆、梨の3品
目について［農業に有用な生物多様性の指標
生物調査・詳悩マニュアノレJ（（独）農業環境技
術研究所、（独）農業生物資源研究所）に基づ
き、生き物調査による生物多様性評価を実施
した結果、いずれも生物多様性が確保されて
いることが示されました。
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－みえジピエの消費拡大に向
け、 fNPO法人みえジピエ
推進協議会j と連携して、商
品開発や販路拡大などの取
組を進めます。

－また、平成 30年度に新たに
制定した fみえジピエフード
システム衛生・品質管理マニ
ュアノレjの普及や fみえジピ
エブ」ドシステム登録制度j

の適正な運用により、みえジ
ピエのさらなる安全性や品
質の確保に努めるとともに、
安定供給に向けた体制の強
化を図ります。

－今後も必要に応じて水田地域
における魚類等の生物多様
性の保全活動について支援
していきます。

今後も関係機関と連携しな
がら、公共事業等におけるオオ
ダイガハラサンショウウオの
保護を目的に現地研修会を継
続して隠催します。

当該事業は令和 2年度から
第2期に入ります。令和元年度
は事業内容・要件等の見i哀しが
行われる予定で、これまでとは
支援対象が変わる可能性があ
ります。三重県としては、燥の
施策や市町の意向を考慮し、事
業方針を検討します。



・工事施工前、施工後の生態系評価
（農業慕盤整備課）

・地域の生態系を調査し、希少生物等
の生態系を保全する工法で事業を実
施するとともに、事業の完了後にも
生態系調査を行いその効果を検証す
ることにより、農業・農村における
生物多様性の保全を関ります。

・野生鳥獣のモニ告リングに基づく生
息数管渥 （獣害対策謀）
．野生鳥獣のモニタリングに基づき、
生息数管理を推進します。ニホンジ
カの推定生息頭数については、「糞粒
法Jによる調査結果に捕獲頭数や狩
猟における野生獣の目撃情報等を加
味して推定する「ベイズ推定＇it三j に
より推定します。

匠圏ベイズ法による鹿の生息頭数
4 1, 5 0口頭

(H27年度現状地56, 2 0口頭）

・森林土木工事での希少生物の生態鵠査
（治山林道課）

・希少鳥類の営巣が確認された治山・
林道事業計画地で、三重県猛きん類
保護アドバイザーの協力を得てクマ
タカの生態調査を実施します。

重点方針3 守り、創りだそう

①種の多様性を守ります。

・的確な情報提供とアドバイス
（三重県立総合博物館）

．県民・利用者・企業・行政の皆さん
からの生物多様性の保全に関する各
種問い合わせや相談に対して、収蔵
資料や調査デー夕、学芸員の専門性
を元にしたンンクタンクとして、ア
ドバイスや情報提供を行います。ま
た、県の環境影響評価委員会に幹事
として参随iし、公共の生物多様性の
保全の施策に関わる各種委員会に参
画します。

工事施工前に地域の生態系を調査し、生態
系を保全する工法で事業を実施するととも
に、事業が完了した 13地i互についても生態
系調査を行い、効果を検証しました。

生息状況のモニタリングを着実に行い、個
体数調整に取り組んできました。ニホンジカ
については、第二種特定鳥獣管理計画に基づ
く捕獲を積極的に進め、農地や森林における
生息数管理を適切に行うことにより昔｜留を進
捗させてきました。
(H30年度の現状値46, 2 0口頭）

平成28年度から令和元年度にかけて治山・
林道事業地で確認されたクマタカの営巣地
は、いなべ市と松阪市の 2か所が該当しまし
た。いなべ市においては治山事業と近接地で
ヱ事を実施する県士整備部と連携し、また松
阪市においては治山事業と林道事業を合わせ
て、三重県主主きλ類保護アドバイザーの協力
を得てクマタカの生態調査を実施するととも
に工事進捗に合わせて指導を仰ぎ、事業を実
施しました。

レブアレンスサーピスや毎年夏に開催した
同定会等により、県民や博物館利用者の皆さ
んの相談に対応してきました。
環境影響評価委員会については、特に意見を
求められる事業については、専門的な立場か
ら意見等を述べてきました。
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今後も必要に応じて地域の
生態系を調査し、希少生物等の
生態系を保全する工法で事業
を実施するとともに、事業の完
了後にも生態系識変を行いそ
の効果を検証することにより、
農業・農村における生物多様性
の保全を図っていきます。

ニホンジカについては引き
続き、第二種特定鳥獣管理計画
に基づく捕獲を積極的に進め、
農地や森林における生息数管
理を適切に行うことにより計
幽を進捗させていきます。

今後も森林土木工事におけ
る希少生物保護のため、生態調
査等を実筋するとともに生息
に配慮した工事に努めます。
治山林道課

引き続き、レブアレンスガー
ピスや同定会を開催し、利用者
の柁談に応じていきます。
また、環境影響評価委員会につ
いても、必要に応じて参画し、
意見等を述べさせていただき
ます



・希少生物の指定と保全活動
（みどり共生推進諜）

・生物多様性の保全に向け、県民のみ
なさんの参画を得ながら、県内の希
少野生動植物の現状把握に努めると
ともに、特に薫婆な地域における希
少野生動植物種の生息・生育状況調
査及び県指定希少野生動植物種の指
定並びに保全活動を進めます。

度扇希少野生動横物種の保全活動
や寅重な生態系の維持回復活動の実
施率 10 0%  （県指定希少野生動植
物種の保全活動。既指定11種、新
指定5種） ( 2 7年度現状値37' 
5%) 

－被Jll自然潔境保全地域ぜ、誠）11生態
系維持回復事業計画に基づき、保全
種であるタナコ類4種、淡水二枚貝
類 7種の生息環境の回復を凶るた
め、大陪からの導入型コイや外来魚
の駆除を行います。

・三重県指定希少野生動植物種を新たに 13
種追加指定し、全32種としました。
既指定日種、新規指定5種について、保全
活動を実施しています。

。H30年度現状値’ 81%
（令和元年度見込値 100%) 

・被）1 I自然環境保全地域で、大陸からの導入
型コイや外来魚の駆除を実施した他、湛水
二枚貝の生息状況調査を実施しました。

度調生態系維持回復事業の取組箇所 l。H30年度現状地。 1箇所
1箇所（H27年度現状依 1箇所）

・県天然記念物の指定と保全活動
（社会教育・文化財保護課）

．学術上貴重な動植物やその生息生育
地を国もしくは県の天然記念物に指
定して保護を図ります。

－既指定の天然記念物については、所
有者等による保護対策に対して、技
術的な支援や補助事業による経済的
な支援を実施します。

・指定天然記念物にかかる市町の保存
管理計画等の策定を支媛するととも
に、県が策定している保護管理指針
についても定期的に見直します。

②地域の生態系を守ります。

・外来生物の駆除活動
（農業基盤整備課）

・ため池改修工事等にあわせ、外来種
の生物状況を把振し、地峡の閲体等
と協働し必要に応じて駆害対舌動を実
施します。

匿圏外来生物駆除4箇所

－所有者等による保護対策に対して、技術的
な支援を適宜行っています。また、補助事
業は、国指定天然記念物に対して計 29件、
県指定天然記念物に対して計 2件行い、所
有者等に経済的な支援を行いました。その
結果、天然記念物を適切に保護することが
できています。

・国指定天然記念物（1件）の保存活用計画
策定に対して、技術的・経済的な支援を行
い、現在、この計画に沿って、適切に保護
することができている。また、令和元年度
より、三重県発行「天然記念物ネコギギ保
護管理指針j改定に向け、有識者による検
討委員会を設置し、改定の準請を進めてい
ます。

ため池改修工事にあわせ、地域の団体等と
協働して5筒所において外来生物駆除を実施

しました。
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・人為的な影響を強く受けてい
る希少種江保全について、適
宜、三薫県指定希少野生動植
物種への指定を検討すると

ともに、三重県生物多様性保
全アドバイザ一等の専門家
の協力を得ながら、適正な保
全がはかられるよう取組を
進めます。また、希少種保全
の取組を進めるうえで、活動
団体等の民間活力を1活用し
ながら取組を進めていきま
す。

－淡水二枚貝の生君、数の回復を
閲るため、専門家の助言を得
ながら、外来藻類の駆除活動
等、新たな対策を実施してい
きます。

－引き続き、天然記念物が適切
に保護されるよう所有者等
に対して、技術的・経済的な
支援を継続する予定です。ま
た、その必要な予算の確保に
向けて努めます。

－引き続き、保存活用計商に沿っ
て適切に保護していきます。

今後もため池改修工事等に
あわせ、外来種の生物状況を把
握し、地域の団体等と協働し必
要に応じて駆除活動を実施し
ていきます。



＠森林整備の推進による公益的機能の確保
（森林・林業経営課）

・森林整備を推進することで、水源j函
養機能が高度に発揮され、 1共水等に
よる渓流荒廃の軽減や水質浄化、河
川等の流量の確保など、生物の生息
環境の安定をはかります。また、間
伐等を推進することで、針広混交林
化や林内への太陽光の導入による下
層植生の繁茂など、多様な植生の確

保やそれに伴う昆虫獣等の多様な生
物の生忠環境の確保につなげます。

恒国森林経営計顛詰想定面積
62,000ha （累計）
(H27年度現状値 41,662ha)

・自然公園区域と自然環境保全地域で
の生態系維持回復事業の実施

（みどり共生推進課）
・県内の国定公園、県立自然公園及び
自然環境呆全地域内等において、生
態系の回復の必要がある地域、又は、
現夜の生態系を維持してし、かなけれ
ばならない地域等について、調査及
び維持回復活動を関係機関や地域住
民等と協力して実施し、優れた生態
系の維持、回復を図ります。このう
ち減JII自然環境保全地域では、被）11 
生態系維持回復事業計画に基づき、
保全種であるタナゴ類4種、淡水二
枚貝類7種の生息環境の回復を図る
ため、大陸からの導入型コイや外来
魚の駆除を行います。

園生態系維持糊事業の取組筒所
4箇所（H27年度現状値 2箇所）

＠自然公園区域の保全
（みどり共生推進課）

．県内の優れた自然の風景地を有する
区域や希少な横物群蒋等を将来にわ
たって保護するため、県内の国定公
園及び県立自然公園の計自主の策定や
保護及び規制等を行い、また自然環
境保全地域の保全を1'21ります。

e沿岸漁場の生態系の回復
（水産基盤整備課）

．沿岸漁場の生態系の回復と環境保全
を図るため、藻場・干潟の造成に取
り組みます。

－水源酒養や土砂流，'i:¥防止、 C02の吸収、生
物多様性の保全といった公益的機能の発揮
を期待する森林を「環境林j としてゾ」ニ

ングし、間伐等の森林整備を進めています。
環境林の間伐面積は、平成 28年度。
l,349ha、平成 29年度： 1,218ha、平成 30
年度 1,308haとなっています。

－森林経常計画認定面積は、平成 30年度で
50,073ha となりました。

県内の閲定公園や自然環境保全地域内の生
態系の回復の必要がある地域（4笛所）にお
いて、関係機関や県民等の協力を得て、調査
や維持回復活動を実施しました。このうち、
被川自然環境保全地域では、被）11生態系維持
回復事業計画に基づき、保全種であるタナゴ
類及び淡水二枚貝類の生息環境の回復を図る
ため、大陸由来の導入型コイやブラックパス
等の外来魚の駆除活動を実施しました。

また、鈴鹿悶定公園内の御在所岳ではj青婦
登山を実施し、藤原岳では鈴鹿生態系維持回
復事業計画に基づき、夜来植物の植生の回後
を図るため、外来植物であるハノレザキヤマガ
ラシの駆徐活動を実施しました。（平成 30年
度現状値 4箇所）

－優れた自然の風景地を保護するため、県内
の国定公轡及び県立自然公園において、三
重県自然環境保全条例及び自然公園法、三
重県立：自然公盟条例に基づく許可申誇及び
届出について、適正に処理を行いました。

・香卸L峡県立自然公閣の富永地区特別地域に
おいて、富永生態系維持回復事業に基づき、
市、地元住民、有識者等らと一緒になって、
移植した実生苗の育成状況の現地調査を行
うとともに、今後の活動について関係者間
で検討を行いました。

・また、鈴鹿固定公園においては、関係市町
や NPOと協力して、外来種駆除や在来磁
の極樹等の生態系維持問復活動を行いまし

た。

－沿岸漁場の生態系の凶復と環境保全を図る
ため、藻場・干潟の造成に取り組んでおり、
平成 28～30年度にかけ、鳥羽・志摩～熊野
灘沿岸域において藻場A=5.3ha、四日市市地
先において干潟A=l.3haを造成し、令和元
年度には、鳥羽・志摩～熊野灘沿岸域におい
て藻場A=2.38haを造成する見込みです。
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・引き統き f環境林jの整備を
進めます。

－今年度から森林経営管理法の
施行や森林環境譲与税の導
入による f新たな森林経営管
理制度」がスター卜し、市町
が主体となった森林整備が
進められることとなりまし

た。
－災害に強い森林づくりをさら
に進めるため、みえ森と緑の
県民税を活用した災害緩衝
林整備や流域防災機能の強
化を凶るための森林整備を
進めます。

県内の国定公園や自然環境
保全地域内の生態系の回復の
必要がある地域においては、引
き続き、生態系維持回復事業を
継続し、在来種の生息、・生育環
境の保全に努め、地域の生態系
の線持回復を図ります。また、
生物多様性保全推進支援事業
等の留庫補助事業の活用やみ
え生物多様性パートナーシッ

プ協定制度を活用し、企業や市
町、 NPO団体等のサポートや
県民の参画を得ながら、本活動

に必要な予算や人的支援等の
確保に努めます。

－今後も、三重県自然環境保全
条例及び自然公閣法、三重県
立自然公園条例に基づき、自
然の風景地の保全を関ると
ともに、県民の保護、休養及
び教化に資するとともに生
物多様性の確保を行ってい
くことが必要です。

水産資源を持続的に利用し、
安定的に提供するため、引き
続き、魚礁などの整備を進め

ます。
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③豊 かな里山 a.!I海、水環境を守ります。

＠伊勢湾の水質保全のための広域面否両「一一

（政策提言・広域連携課）
（大気・水環境課）

．生物多様性を保全・維持するために
は、生存基盤のつである伊勢湾の
環境呆全が重要であることから、三
重県、岐阜県、愛知県、名古屋市で
構成する伊勢湾総合対策協議会で作
成した［伊勢湾の総合的な利用と保
全にかかる指針j に基づく水質保全
等の広域的な取組を行います。

－また、伊勢湾流域圏において、より
良い水循環のもと、多様な生物が生
息・生育できる f健全な伊勢湾jの
再生を目指す［伊勢湾再生行動計幽
（固と東海三県 A 市等で構成する伊

勢湾再生推進会議で策定）Jを着実に
樵進します。

・浄化槽の適正な維持管理の促進
（大気・水環境課）

．浄化槽保守点検業者への研修会や、
浄化槽管浬者への普及啓発等を行う
ことにより、浄化槽の適正な維持管
理を促進し、公共用水域の水質保全
を図ります。

[lj}j量生活排水処理施設の整備率。
8 6 5%  
(27年度現状値 8 1 5 %) 

・浄化槽の整備率向上
（大気・水環境線）

．下水道と同等の処理能力を有する浄
化槽や高度処理捜！浄イ七槽について、
議営者に補助を行う市町、及び公営
事業として高度処理浄化槽を設置し
維持管理を行う市町に対し助成し生
活排水処謹施設の整備率向上を凶り
ます。

g 生活排水処理施設の整備率
8 6 5% 

(27年度現状値 8 1 5%) 

•）可 Jllや海域の水質を継続的に監視
（大気・水環境諜）

伊勢湾総合対策協議会の事務局として、担
当者会議を開催し、関宅機関との意見交換を
行ったほか、東海三県一市による啓発活動や
NP  O等と連携した取組、留への政策提言活
動など伊勢湾の総合的な利用と保全に向けた
取総を支援しました。なお、令和元年度につ
いても、過年度と同様の取組が実施される予
定です。
－諸会議の開催年3回（担当者会議 2＠］、
幹事会（書面開催） 1回）

・NPOと連携した取組 伊勢湾再生等に取
り総む NPO等のネットワーク形成を支援

・政策提言活動の実施海岸漂着対策等への
支援の強化等について環境省に提言
また、 f伊勢湾再生推進会議jの事務局であ

る溺土交通省中部地方整備局と連携し、年度
ごとの施策の進捗把握や行動計画の見直し等
を行いました。

浄化槽保守点検業者への研修会や、浄化槽
管理者への普及啓発等を行うことにより、浄
化槽の適正な維持管理を促進し、公共用水域
の水質保全を図りました。

。H31年度現状値（H30年度実績） 85.3% 

下水道と同等の処埋能力を有する浄化槽や
高度処理型浄化槽について、設置者に補助を
行う市町、及び公常事業として高度処理浄化
槽を行う市町に対し助成し生活排水処理施設
の整備率向上を図りました。

。H31年度現状値（H30年度実績） 85.3% 

引き絞き、伊勢湾総合対策協
議会の枠組みを活用して、情報
交換や喜男係機関どの調整を行
うとともに、三県市の連携に
よる調査研究、啓発活動等を支

援するほか、中部地方繋備局等
と連携し、行動計画のフォロー
アップ等を行います。

引き続き、浄化槽保守点検業
者への研修会や、浄化槽管理者
への普及啓発等を行うことに
より、浄化槽の適正な維持管理
を促進し、公共用水域の水質保
3':を図ります。

現状の制度を維持するため、
必要な予算の確保に向け努め

ます。

・河川、海域や地下水の水質を継続的
に監視することで、水質の経年変化
を把握・分析し、水環境の保全を留
ります。

県内の河川｜、海域、地下水の水質常時監御｜ 今後も継続して水質常時監
を継続して実施しています、県内河川の環境！祝を実施します。

匠国大気環境および水環境に係る
環境基準の達成率。 97.0%
(H27年度現状車。 91.2%)

基準達成状況は近年 90%以上で推移してい
ますが、海域は 50%前後の逮成率となってい

ます。
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＠エ場、事業場排水の汚濁負荷の低減
（大気・水環境課）

．水質の規制対象工場・事業場に立入
検査を行い法令遵守の状冗を確認・
指導するとともに、「化学的酸素要求
量、窒素含有量及びりん含有量に係
る総量削減計画Jの対象地域におけ
る工場・事業場からの汚濁負荷削減
を推進します。

[fj}j重大気・械の排出基準適合率： 10C% 
(H27年度現状値 100%) 

＠多機な主体による海岸漂着物対策
（大気・水環境課）

・海岸襟着物対策について、［三重県海
岸漂着物対策推進計画jに基づき、
海岸管理者、県民の皆さん、民間団
体、企業等による協力体制を構築し、
美しい海岸を保全していきます。ま
た、伊勢湾流域習の愛知県、岐阜県、
名古屋市とも連携し、本県がワーダ
ーシップをとり海岸漂着物の発生抑
制等の対策に取り組みます。

・畜産経営に起因する水質汚濁を肪止
（畜産課）

・家造排せゾ刈却の管理の適正化及び利
用の促進に関する法律（家畜排せっ
物法）に基づき、畜産経営に対する
立入検査等を通して家畜排せつ物の
処理や管理の適正化について指導・
助言を行うことにより、畜産経営に
起因する水質汚濁を防止します。

・農業及び農村の多蘭的機能の発揮
（農山漁村づくり諜）

・国土の保全、水源かん養、良好な景
観形成など、農業及び農村の有する
多而的機能を維持・発揮させるため、
地域で取り組む農地、農業用水路、
農道等の地域資源の維持保全活動、
農村環度保全活動（生態系保全、水
質保全、景観形成など）を支援しま
す。

車E喜多面的機能の維持・発揮のため
の地域活動を行う集落の割合

52.9% 
(H27年度現状値 44.7%)

平成 28年度から平成 30年度では、排水の
分析検査を伴う立入検査を年間約 200件、帳
簿書類等を確認する立入検査を年間 300～
400件実施し、年間 20～30件程度の事業場
に対し文書指導を行っています。

。H31年度現状値（H30年度実績） 100%) 

平成 24年 4月、伊勢湾総合対策協議会の
中に［海岸潔着物対策検討会Jを組織し、生
態系にも悪影響を及ぼすと考えられている海
岸漂着物の発生抑制等に、三巣市が協力し
て取り組んでいます。

－畜産環境関係の苦情が断続的に発生（平成
28年 31件、平成 29年： 23件、平成.30
年 30件）しており、必要に応じて環境生
活部等の関係機関と連携して情報共有、現
場確認や立入調殺を行いました。当該資産
農家に対しては、現場の状況に応じて指導・
助言を行いました。また、必要に応じて f畜
産高度化ワース事業j等、環境対策事業の
紹介も行い、畜産環境対策の高度化を促し
ました。

－水質汚濁防止法において、畜産は硝酸性窒
素等の暫定排水基準が定められているが、
留が実態調査の上、定期的に基準を見夜し、
般排水基準（100mg/I,）に近づいている状

況です。畜産課では、基準見直しがあった
場合、資産農家（主に養豚農家）に対して
情報提供を行いました。

－多面的機能支払制度は将来にわたって農業
農村の有する多面的機能を維持・発揮する
ため、地域住民の共同活動を支援します0

．多面的機能支払制度では 711組織、
28,367haの農地において多面的機能の維
持井・発揮のための活動が行われていまに

・令和元年は、 24組織が新たに取り組み、
776haの農地が増加する見込みです。

－多面的機能維持・発揮のための地域活動を
行う農業集落は 1,101集落で活動が行われ
ています。

－令干口元年度は25集落が新たに取り紐み、
1,116集溶になる見込みです。

。多聞的機能維持・発揮のための地域活動を
行う農業集落率52.2%(H30年度実績値）

（令和元年度目線値 52.9%) 
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引き続き、事業場等への立入

検査を実施しますロ

引き続き、三県一市で連携し
て海岸漂着物の発生抑制等に
取り組みます。

－今後も引き続き、関係機関と
連携して畜産環境問題、水質
汚濁を紡止していく予定で
す。

－硝駿性窒素等の暫定排水基準
の改疋を注視し、省産農家へ
適切に情報提供していくこ
とで水質汚濁を防止してい

く予定です。

引き続き、「県民力ビジョンj

に基づき、市町との連携を図り
ながら整備を進めていきます。



＠地域林業の担い手育成
（森林・林業経常諜）

．林業の拐い手を縫保・育成すること
で山村地域の生活者を確保し、田燃や
里山など多様な自然環境の保全につな
げます。

匡璽新規林業就業者数 44人
(H27年度現状値 40人）

＠災害に強い森林づくザの効果検証
（林業研究所）

・森林の公益的機能、特に流木・土砂
災害防止機能を増進するため、三重
県が進めている「災害に強い森林づ
くり推進事業jの効果検証に 28年度
以降も継続して取り組みます。

・水産資源構成稜の生息環境を保全
。｝丈産基盤整備課）

．水産資源構成種の生息環境を保全・
創造していくため、藻場・干潟・浅
場の造成及び再生、底質改善などの
漁場環境の保全を進めます。

林業への新規就業者を確保するため、県内
外で開催される就業・就職フェア等において
就業希望者等に対する相談対応を行った（H

28年度～R元年度末 9回）ほか、高校生に
林業を将来の進路の っとして選択してもら
えるよう、林業職場体験正室を実施しました
(H28年度～R元年度末延べ 25校（見込）、

延べ 447名（見込））。また、林業への就業に
関心のある人等を対象とした「もりびと塾（林
業体験コース）J及びみえ森林・林業アカデミ
ー「林業体験講座jの開催（R元年度末延

べ 24日）や、地域で自伐型林業等に取り組む
グノレープ等への技術研修等を実施（R元年度
末延べ 2:1日）しました。林業事業体等の既
就業者に対しては、架線集材や森林作業道作
設等の技術者の育成を支援（H30年度末。 53
名）したほか、日28年度から、森林・林業や
地域を狙う人材育成に向けて「もりびと塾（林
業リーダー育成コース）Jを開催（H29年度
末延べ 14日）しました。 H31年4月に本
格開講した fみえ森林・林業アカデミ」j の
3つの基本コースでは、受講生の職場におけ
る役割やキャリアデザインに応じたカリキュ
ラムを設定し、新たな視点や多様な経営感覚
を持った人材の育成に努めました（R元年度
30名受講）。活動指標である「新規林業就業
者数Jは、 H30年度の巨様達成率が 88%と
なったことから、ある程度進んでいると判断
できるものの、 R元年度 44人の巨標達成に
向けて取り組みを強化する必要があります。

流木・土砂災答防止機能を高めるために三
重県が進めている f災害に強い森林づくり推
進事業jの効果検証を実施しました。事業主主
施により、土砂流亡量拘｝餅効果、立木の肥大
成長促進効果、土石流等に対する緩衝効果が
高まることを確認しました。

－水産資源構成種の生息環境を保全・創造し
ていくため、藻場・干潟の造成や底質改善
（漁場i査i操）に取り組んでおり、平成 28～

30年度にかけ、鳥羽・志摩～熊野灘沿岸域
において藻場A~5.3haべ四日市市地先にお
いて干潟A=l.ぬaを造成するとともに、
英虞湾においてA=4.lhaの海域を底質改
善（漁場淡淡）しています。また、令和元
年度には、鳥羽・志摩～熊野灘沿岸域にお
いて銭湯A=2.38haを造成するとともに、
英虞湾においてA=l.4haの海域を底質改
善する見込みです。

林業への新規就業者や地域
における多様な担い手を確保
するため、引き続き、県内外で
開催される就業・就職フェア等
に出展し、情報発信や相談対応
を行うほか、県内の高校生に対
する林業職場体験研修や、自伐
－＇！~林業等に取り組む夕、ノレーフ。

等に対する技術研修等を実施
します。

fみえ森林・林業アカデミ
-Jでは、次年度以降に向けて
講座のブラッシュアップを凶
り、持続可能な森林・林業経常
や地域振興を担う人材の育成
に努めます。

今後も引き続き、効果検言正に
取り組みます。

水産資源構成穫の生息環境
を保全・創造していくため、引
続き、藻場・干潟・浅場の造成
及び再生、底質改善などの漁場
環境の保全を進めます。

④地球の温暖化を抑制するために、低炭素社会をふまえたまちづくりを進めるとともに、森林資源を保全・管理します。

・1也球j量暖化対策の推進
（地球温暖化対策課）

．『三重県地球淑暖化対策推進条例』ゃ
『三重県地球温暖化対策実行計画』
に基づき、県民、事業者等と連携・
協働して地球温暖化対策に取り組み
ます。

家庭部門については、 f三重県地球視暖化防
止活動推進センター」と連携し、地球温暖化
防止活動推進員等が行う普及評発活動を通じ

て、節電や省エネ家電の導入、再生可能エネ
ノレギーの利用等を促進しています。その結果、
家庭のエネノレギー消費量は、夏季や冬季の気
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引き続き、家庭や事業所での
省エネや再生可能エネノレギー
導入の取組を促進し、温室効果
ガスの排出削減を進めるとと
もに、気候変動影響や適応につ
いての情報収集や情報提供な



・地球温暖化対策の推進
（地球視暖化対策課）

（続き）

匠盟家庭での消費電力によるから
の二酸化炭素排出量
1,119千t C02 
(H27年度現状値。 1,196千 t

C02) 

＠地球温暖化対策の普及啓発
（地球混暖化対策課）

．地球温暖化紡止活動推進員を活用し
て地球温暖化対策の重要性や具体的
な取組を広く県民に情報提供し、家
庭における地球温暖化対策を普及幣
発します。

旺盛地球温暖化対策講座等の受講
後に、活動に取り組む意向を示し
た受講者の割合 100% 
(H27年度現状値 95.8%) 

・森林整備による C02吸収源強化
（森林・林業経営課）

．間伐等の森林整織を推進すること
で、問題となっている地球温暖化を
防止する為の C02吸収源としての
機能を強化し、地球規模での環境変
化の紡止に寄与しますロ

匠菌森林経営計画認定面積｝
62,000ha （累計）

(H27年度現状値 41,662ha)

I昆の影響を受け増減はあるものの、中長期的
にみて減少傾向にあります。
産業・業務部門については、地球温媛化対

策計画書に基づく自主的な削減取組を促進す

るとともに、「三重県版小規模事業所向け環境
マネジメントシステム（M EMS)J等の導
入促進により、環境負荷低減の取組を進めて
います。
また、温案効果ガスの排出削減につながる

環境教育等に取り組む市町等を支援するな
ど、地域で取り組む低炭素なまちづくりに取
り組み、取組地域数は着実に増加しています。
また、「三葉県気候変動影響レポート 2018
～いま始まる適応への挑戦～j を発行すると
ともに、本県における気候変動影響や気候変
動適応に関する情報の収集、整理等を進める
f三重県気候変動適応センターJを平成31年

4月 1日に開設するなど、気候変動に関しす
でに現れている影響や中長期的に避けられな
い影響に対する「適応j の取組を促進してい

ますロ

三重県地球視暖化防止センターと連携し、
地球j昆暖化妨JL:活動推進員による出前講座や
イベントを行いました。講座等の受講後にア
ンケートを行った結果、日割以上の受講生が
地球温暖化防止活動に取り組みたい意向を示

しました。

－地球温暖化対策講座等の受講後に、活動に
取り組b蛍向を示した受講者の割合

H28 99.3% 
H29 98.8% 
H30 91.1% 

－地球温暖化活動推進員等による出前講座等
参加者数

H28'.7,134人
H29:5,722人
H30:5,887人

・イベント等の参加者数
H28約 16,000人
H29: 
H30約 15,000人

－水源、j雷養や土砂流出防止、 C02の吸収、生
物多様性の保全といった公益的機能の発揮
を期待する漆林を f環境林j としてゾーニ
ングし、間伐等の森林整備を進めています。

環境林の間伐面積は、平成 28年度
1,349ha、平成 29年度 1,218ha、平成 30
年度。 l,308haとなっています。

－森林経常計画認定面積は、平成 30年度で
50,073haとなりました。
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ど、気候変動適応の取組を促進
します。
また、地球温暖化対策実行計

画の計雨期間が 2020年度まで
であるため、計調の改定とあわ
せ、気候変動適応策を盛り込ん
だ総合的な計爾として策定を
検討します。

家庭での温案効果ガス排出
削減の取組を促進するため、
「三重県地球温暖化防止活動

樵進センターj と連携し、地球
温暖化防止活動推進員等が行
う普及啓発活動を通じて、節電
や省エネ家電の導入、再生可能
エネルギーの利用等を促進し

ます。

・引き続き「環境林jの整備を

進めますロ
・今年度から森林経営管理法の
施行や森林環境譲与税の導
入による「新たな森林経営管
理制度jがスタートし、市町

が主体となった森林整備が
進められることとなりまし

た。
－災害に強い森林づくりをさら
に進めるため、みえ森と緑の
県民税を活用した災害緩衝
林整備や流域防災機能の強
化をllilるための森林整備を
進めます。



・手耳生可能資源の利用による C02排出
対策
臼接林・林業経営課）
・木材は、再生可能な環境に負荷の少
ない資源であり、間伐材や木質バイ
オマス資源、を適正に循環利用するこ
とにより、石油やコンクリートなど
の鉱物資源の採取などと比べ、環境
への負荷を較減します。

平成 24年 7月 1日から始まった再生可能
エネノレギ～の固定価格貿取制度（FIT）に基づ
き、三重県内では、 5基の木質ハイオマス発
電所が稼働していま寸。
木質バイオマス供給事業者の施設及び機器

整備や移動式チッパーによる現地チップ化な
ど、バイオ 7 ス増産に向けた取組に支援を行
った。県内の間伐材等未利用材の供給量は、
これまでのパイオマス増産に向けた取組の普
及により、年々頗調に伸ひ九亡きましたロしか
し、平成 29年度以降は横ばし、傾向となって
おり、現状の素材生産体制においては、採算
が確保されるハイオマス生産量の上限に達し
てきているものと考えられます。

⑤獣警に強い農山村づくりを行います。

＠野生獣の衛生的な串i活用環境ー吾福蚕一寸ー

・野生獣を地域資源として活用 ・「みえシピエjの普及・消費拡大を隠るため、
「みえジピエj 登録事業者等で構成される
fみえジピエ推進協議会j と連携し、フェ

アの関屋など「みえジピ、エj のPRや情報
発信の取組を進めました。

（フ｝ドイノベーション諜）

・「『みえジピエ』品質・衛生管理マニ
ュアノレJの普及牒発、 fみえジピエ登
録制度j を促進し、野生獣の衛生的
な荊l活用環境を構築します。

－捕獲された野生獣を高品質な食材と
して利活用し、新たな地域資源とし
て活用します。

旺弱みえジピエとして利活用され
た野生獣頭数（ニホンジカ、イノ
シシ） 1 3 0口頭

(H27年度現状値 8 1 7頭）

・集落住民の機運醸成とリーダーの育成
（獣害対策課）

・集落の実態調まをや座談会等を実施し
ながら、集落住民の機運の醸成や集
落リーダーの育成に取り組みます。

巨習獣害対策に取り組む集溶数 a

600集落（H27年度現状値： 470集落）

・新しい捕獲技術の爾発と普及
（獣害対策課）

・これまでに開発した、野生獣の大量
捕獲わなの遠隔監視・操作システム
「まる三重ホカクンj を活用した大

量捕獲技術を普及します。また、被
害の大きいニホンザノレについては、
第二種特定鳥獣管理計画（ニホンザ
ノレ）に基づき、ニホンザノレに効果の
高い多獣種に対応する侵入防止櫛や
ニホンザルの接近情報に基づく追い
払い対策の普及、これまでに開発し
た大量締獲技術を活用した適正な捕
獲などにより被害を減少させますロ

・「みえジピエ品質・衛生管理マニュアノレjお
よび fみえジピエ登録制度j を見直し、全
国で初めてお022000食品安全マネジメン
トシステムの考え方に慕づいて fみえジピ
エフードシステム衛生・品質管理マニュア
ノレj を制定するとともに、正しい知識を得
た人材を登録する fみえジピエフードシス
テム登録制度j の運用を開始しました。

・みえジピエの安定供給に向け、解体処理施
設の連携や大口取引にも対応できる精肉の
保管・集約機能を持つストックヤードの整
備を進めました。

＠みえジピエとして利活用された野生獣頭数
（ニホンジカ、イノシシ） H30年度。 1196頭）

集落の実態調査や座談会を実施しながら、
集落住民の機運の醸成や集落リーダーの育成
に取り組み、獣答対策の体制づくりに取り組
む集落数を増やしてきました。

+H30年度現状値 575集落

野生獣の大量捕獲わなの遠隔操作システム
の導入を支援し平成30年 12月時点で 13 

市町で32台を導入し捕獲を進めています。
また、ニホンサツレについては第2種特定鳥獣
管理計幽に基づき 7市町において地域実施計
画を策定しました。
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今後は、木材の主要な用途で
ある住宅や公共施設等におけ
る建築用材などのA材の需要
拡大に向けた取組に注力する
ことにより、 A材に付随して生
蔑されるバイオ7 ス用材の供
給量の確保・増大に努めます。

－みえジピエのi白費拡大にl向
け、 rNP O法人みえジピエ
推進協議会jと連携して、商
品開発や販路拡大などの取
組を進めます。

・また、平成 30年度に新たに
制定した［みえジピエブ」ド
システム衛生・品質管理マニ
ュアノレjの普及や fみえジピ
エフードシステム登録制度j

の適正な運用により、みえジ
ピエのさらなる安全性や品
質の確保に努めるとともに、
安定供給に向けた体制の強
化を関ります。

これまで導入された、大量捕
獲技術のより効率的な利用な
らびに、普及に取り組む必婆が
あります。

アンケート結果を踏まえ、地
域の状況に応じたきめ細かな
対応や早期の対策に取り組む
必要があります。



（続き）

医頭県内の集落代表者アンケート
により、獣害が「甚大jまたは f大｜。H30年度現状値 44%
きいj と考える回答割合 36% 
(H27年度現状値 47%) 

＠吾扇吾主語面逼議下三よる捕獲体申の構築
（獣害対策課）

・行政境界近辺での広域連携によるシ
カ及びイノシシの一斉捕獲の実施を
支援するほか、市首一内における共同
捕獲本制や集落の捕獲体制などの構
築を、市町や猟友会と連携しながら
進めます。

・県による捕獲、市町が中心に行う有
害鳥獣捕獲、各地域での狩猟による
掠獲を適切に組み合わせることで、
増えすぎたニホンジカの生患数の減
少につなげます。

＠ニホンジカの捕獲技術と伐採跡地の
育林技術の開発

（林業研究所）
・県内において、森林生態系に深刻な
被害を与えているニホンジカを効率
的に掠獲するため、造休地における
ニホンジカの効率的な捕獲技術の開
発に取り組んでいますロまた、ニホ
ンジカが高密度で生息する地域で広
葉樹林を育成する技術の照発にも取
り組んでいます。

・ H2R年度以降はこれらの課題に加
え、ニホンジカによる森林生態系被
害の広域評価等にも新たに取り組む
予定です。

捕獲の進みにくい行政境界近辺での広域連
携によるシカ、イノシシの斉捕獲に取り組
んできました。一方で、第二種特定鳥獣管理
計画に基づく捕獲を積極的に進め、農地や森
林における生息数管理を適切に行うことによ
り計画を進捗させてきました。

－造林地においてニホンジカを効率的に捕獲
するための誘引熊の探索やICTを用いた捕
獲試験を行いました。結果、選定された誘
引銀を用いることで効率良くニホンジカを
誘引することが可能となりました。また、
通信カメラで鰐の消失状況やシカの出没状
況を逮縞殿視しながら、赤外線・熱惑知セ
ンサーを取り付けた図い良を用いて捕獲を
試みたところ、警戒心の商いシカ側体の発
生を最小限に抑えながら効率的に捕獲する
ことが可能であることを縫認しました。さ
らに、くくり震設置笛所に通信カメラを設
置することで捕獲状況（あるいは錯誤捕獲
状況）を遠隔監視することが可能となり、
現場巡視を行わずに状況確認できるととも
に、シカの出没状況からくくり畏の移設の
タイミングを的確に判断でき、効率的な捕
獲が可能となることが確認されました。

・ニホンジカが高密度で生息する地域におい
て、伐採跡地で広葉樹林を育成するための
知見を得るため、津市内および松阪市内の
人工林伐採跡地においてシカ橋区と対照区
を設定し、天然更新の状況を調査しました。
結果、伐採跡地の天然更新は、シカ柵設置
が必要不可欠であることが分かりました
が、シカ櫛を設置するだけでは十分な天然
更新が実現する林分は限定されることも分
かりました。人工林の主伐後、人工植栽を
実施せずに天然更新を図ろうとする場合
は、速やかにシカ柵を設置して更新材料の
損失を抑えることが必要であり、また、天
然更新が不可能な場所では、将来、林冠を
形成する高木性樹種を人工植栽し、母樹と
して早期に育成する必要があることが確認
さオもました。

－笹川流域以北に存在する落葉広葉樹林を対
象として、落葉広葉樹林における下層植生
の衰退状況を広域的に調査した結巣、ニホ
ンジカの生息密度が高い地域ほど、下層構
生衰退度が大きくなる傾向があることが分
かりました。

・これらの知見を取りまとめ、林業研究所ホ
ームページにおいて公表しました。
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ニホンジカについては引き
続き、第二種特定鳥獣管理計画
に基づく捕獲を積極的に進め、
農地や森林における生怠数管
理を適切に行うことにより計
画を進捗させていきます。

森林におけるニホンジカの被
害防止や捕獲に隠する技術の
現場普及を図ります。また、ニ
ホンジカの被害紡止や個体数
管理に関するさらなる知見の
蓄積や技術の向上を目指しま
す。




